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【
要
約
】
　
荘
園
制
は
、
我
国
中
世
の
基
本
的
土
地
制
度
で
あ
る
こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
土
地
制
度
と
し
て
の
荘
園
の
研
究
は
、
案
外
な
お
ざ

　
り
に
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
り
、
中
世
社
会
経
済
史
研
究
の
一
つ
の
弱
点
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
荘
園
制
度
は
各
領
主
に
よ
っ
て
支
配
制
度
に
種
々
な
偏

　
差
を
有
し
て
お
り
、
各
領
主
の
場
合
に
つ
い
て
個
別
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
反
撃
の
上
に
、
室
町
累
代
の
大
和
・
興
福
専
領
荘

　
園
を
、
そ
の
支
配
欄
度
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
。
興
福
寺
領
荘
園
の
多
く
は
、
典
型
的
な
均
等
名
荘
園
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

…
が
委
壽
霧
・
で
甚
だ
固
定
的
に
持
続
・
れ
ξ
乏
壽
翼
奪
底
盤
の
馨
が
み
・
れ
・
・
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
中
世
i
平
安
中
期
よ
り
織
豊
期
に
い
た
る
大
約
六
百
年
の
間

　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
基
本
的
土
地
綱
度
で
あ
る
荘
園
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
土
地
制
度

　
戦
後
、
日
本
射
建
制
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的

意
識
の
も
と
に
出
発
し
た
日
本
中
世
史
の
研
究
は
、
　
「
封
建
制
の
原

初
形
態
」
と
し
て
の
「
領
主
制
」
な
る
シ
ェ
ー
マ
を
設
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
著
し
く
前
進
を
と
げ
た
。
し
か
し
今
な
お
、
封
建
的
社

会
構
成
の
始
期
を
ど
こ
に
お
く
か
に
つ
い
て
す
ら
、
学
界
の
定
説
を

得
な
い
現
状
で
あ
る
。
こ
う
し
た
段
階
に
あ
る
中
世
史
研
究
に
つ
い

て
、
も
と
よ
り
種
々
の
批
判
は
存
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
一
つ
の
奮
点

と
し
て
の
研
究
が
、
十
分
で
な
い
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
中
世
社
会
経
済
史
資
料
の
大
半
が
荘
園
に
関
す
る
屯
の

で
あ
る
以
上
、
荘
園
制
に
関
寄
し
な
い
何
ら
の
研
究
も
存
し
な
い
が
、

し
か
し
概
し
て
い
え
ば
、
荘
園
史
料
よ
り
し
て
社
会
構
造
を
論
証
す

る
に
急
で
、
荘
園
捌
自
体
の
追
究
は
比
較
的
怠
ら
れ
、
そ
の
結
果
史

料
の
正
確
な
理
解
を
さ
ま
た
げ
る
傾
向
が
存
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
最
近
、
か
か
る
傾
向
は
反
省
さ
れ
、
渡
辺
澄
夫
氏
の
労
作
『
畿
内
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庄
圏
の
基
礎
構
造
』
を
は
じ
め
、
荘
園
制
自
体
の
追
究
を
め
ざ
し
た

業
績
が
発
表
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
こ
で
痛
感
さ
れ
る
こ
と
は
、
荘

園
制
的
支
配
・
土
地
糊
度
は
、
各
荘
園
領
主
に
よ
っ
て
大
き
な
偏
差

を
以
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
荘
園
翻
が
、
律

令
体
綱
の
解
体
の
後
、
い
わ
ば
私
法
的
に
展
開
し
た
必
然
的
結
果
で

あ
る
が
、
か
く
て
は
、
す
で
に
渡
辺
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

各
荘
園
領
主
の
場
合
に
つ
い
て
の
深
い
実
証
研
究
が
望
ま
れ
る
の
で

あ
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
研
究
史
の
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
室
町
期

の
大
和
に
お
け
る
興
福
寺
領
荘
園
に
つ
い
て
、
特
に
比
較
的
史
料
の

豊
富
な
大
乗
院
門
跡
領
の
場
合
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

　
さ
て
興
福
寺
領
荘
園
の
土
地
制
度
と
し
て
の
特
質
は
、
諸
先
学
の

　
①

研
究
に
よ
っ
て
、

　
（
一
）
　
平
安
中
末
期
、
摂
関
家
の
庇
護
の
も
と
に
急
速
強
引
に
拡

　
歯
し
、
そ
の
結
…
果
、
複
雑
な
成
立
過
程
を
た
ど
り
、
荘
園
は
複
雑

　
な
要
素
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
こ
と
。

　
（
二
）
　
鎌
倉
初
期
以
後
、
そ
れ
ら
荘
園
の
多
く
は
、
領
主
の
積
極

　
的
政
策
に
よ
っ
て
、
比
較
的
均
等
規
模
の
名
田
、
い
わ
ゆ
る
均
等

　
名
に
編
成
さ
れ
、
名
以
外
の
土
地
は
、
広
義
の
問
田
と
さ
れ
、
と

　
も
に
強
力
な
領
主
の
規
制
下
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
。

　
（
三
）
　
そ
う
し
た
体
制
が
、
室
町
時
代
ま
で
長
期
に
わ
た
っ
て
維

　
持
さ
れ
、
さ
ら
に
荘
園
支
配
は
、
在
地
領
主
の
活
発
な
動
向
に
も

　
か
か
わ
ら
ず
太
閤
検
地
ま
で
持
続
さ
れ
る
こ
と
。

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
大
和
に
お
け
る
興
福
寺
領
荘
園
の
成
立
期
の
様
桐
は
、
延
久
二
年

（一

Z
七
〇
）
の
　
「
興
福
寺
領
大
和
国
雑
役
免
坪
付
帳
」
　
（
進
計
帳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
不
輸
免
田
畠
計
約
五
〇
二

町
に
対
し
、
そ
の
三
・
六
倍
に
あ
た
る
一
八
五
四
町
余
の
雑
役
免
田

鼠
が
晃
ら
れ
る
。
雑
役
免
田
畠
は
、
さ
ら
に
そ
の
三
分
一
は
神
社
仏

寺
諸
司
要
劇
田
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
そ
の
後
急
速
に
荘
園

化
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
興
福
寺
領
荘
園
と
い
っ
て
も
必

ら
ず
し
竜
一
円
で
は
な
く
他
荘
に
入
組
み
、
ま
た
所
当
を
め
ぐ
っ
て

負
所
や
諸
種
の
給
田
・
給
分
が
割
り
こ
む
な
ど
、
複
雑
な
支
配
形
態

を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
荘
園
の
終
末
は
、
天
正
八
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

明
智
光
秀
・
滝
川
一
益
に
対
す
る
漁
師
に
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
総

都
合
一
八
、
二
〇
九
石
が
指
出
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
特
に
戦

国
期
に
お
け
る
そ
の
領
有
の
具
体
的
内
容
と
性
格
は
問
題
で
あ
る
が
、

と
も
か
く
、
延
久
以
来
五
世
紀
、
大
和
に
お
け
る
興
福
寺
領
荘
園
の

多
く
が
中
世
末
期
に
い
た
る
ま
で
と
も
か
く
竜
維
持
さ
れ
得
た
こ
と
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を
、
こ
の
数
字
が
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
荘
園
の
内
部
構
造
は
、
そ
の
多
く
が
、
一
～
二
町
歩
程

度
の
均
等
規
模
の
名
田
、
、
い
わ
ゆ
る
均
等
名
か
ら
購
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
渡
辺
澄
夫
氏
の
精
緻
な
労
作
閑
．
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
』

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
氏
の
研
究
は
も
と
よ
り
一
興
福
寺
領

に
局
踏
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
視
点
を
興
福
寺
領
荘
園
の
研
究

に
限
定
す
る
と
き
、
ま
こ
と
に
劃
期
的
な
業
績
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

民
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
均
等
名
の
成
立
は
、
従
来
説
か
れ
て
き
た
ご

と
き
自
然
発
生
的
過
程
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
荘
園
領
主
の
意

図
の
も
と
に
創
出
さ
れ
た
竜
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
平
安
末
…

i
鎌
倉
初
期
、
田
堵
か
ら
名
主
へ
の
在
地
構
造
の
変
動
に
対
応
し
て
、

荘
園
領
主
が
従
来
の
人
間
支
配
か
ら
人
と
土
地
と
の
一
体
的
支
配
を

め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
興
福
寺
領
i
ひ
い

て
畿
内
荘
園
は
そ
う
し
た
強
力
な
人
問
・
土
地
支
配
こ
そ
が
基
礎
構

造
を
な
す
、
と
さ
れ
、
荘
園
制
に
覆
す
る
一
方
の
理
解
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

清
水
三
男
氏
に
代
表
さ
れ
る
、
荘
園
支
配
は
在
地
支
配
か
ら
全
く
遊

離
し
た
も
の
と
な
す
見
解
に
対
し
て
、
真
向
か
ら
対
立
す
る
見
解
を

表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
均
等
名
が
、
検
注
帳
や
坪
付
帳
の
記
載
の
限
り
に
お
い
て
、
荘
園

領
主
の
作
為
に
な
る
こ
と
は
、
渡
辺
氏
の
労
作
に
よ
っ
て
、
も
は
や

全
く
疑
問
の
余
地
は
存
し
な
い
。
そ
う
し
た
、
荘
園
制
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
解
明
に
お
い
て
、
氏
の
労
作
は
極
め
て
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
荘
園
領
主
の
強
力
な
農
異

と
土
地
の
支
配
…
i
そ
れ
が
古
代
的
で
あ
る
か
封
建
的
で
あ
る
か
は

し
ば
ら
く
お
き
一
の
貫
徹
と
見
な
す
に
は
、
且
て
筆
者
も
蕪
雑
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

妄
言
を
呈
し
た
よ
う
に
、
な
お
疑
問
の
余
地
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
氏
の
見
解
の
前
提
と
な
る
田
堵
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
問

題
の
存
す
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
方
均
等
名
体
制

が
、
鎌
倉
初
期
以
来
室
町
中
期
ま
で
一
貫
し
て
持
続
さ
れ
た
こ
と
が
、

氏
の
論
旨
に
は
十
分
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の

過
程
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
領
主
制
」
の
成
長
過
程
に
ほ
か
な
ら
ず
、

大
和
・
興
福
寺
領
で
は
、
衆
徒
・
国
勢
が
い
わ
ゆ
る
大
和
武
士
と
し

て
活
発
な
動
向
を
展
開
す
る
。
に
竜
か
か
わ
ら
ず
均
等
名
体
制
が
持

続
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
領
主
制
」
の
成
長
と
ど
の
よ
う
な

関
係
下
に
存
続
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
「
領
主
制
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
構
造
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、

氏
の
論
旨
が
、
か
か
る
過
程
の
考
慮
に
も
、
十
分
た
え
う
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
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か
く
し
て
、
室
町
期
大
和
興
福
寺
領
荘
園
の
研
究
の
問
題
点
は
、

渡
辺
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
均
等
名
体
制
の
存
続
如
何
が
出
発

点
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
民
の
高
説
の
礁
尾
に
附
し
て
、
氏

の
論
旨
で
は
十
分
追
究
さ
れ
て
い
な
い
室
町
時
代
に
お
け
る
均
等
名

の
持
続
の
状
態
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
そ
れ
が
現
実
の
在
地
構
造

と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
を
考
え
、
さ
ら
に
解
体
の
状
況
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
展
望
を
加
え
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
直
接
に
は
、
旧
稿
高
野
寺

領
の
研
究
に
引
続
い
て
筆
者
が
試
み
て
い
る
各
荘
園
領
主
別
の
荘
園

綱
度
研
究
の
一
端
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
中
世
社
会

構
造
の
研
究
及
び
興
福
寺
領
荘
園
の
研
究
の
上
に
、
何
ほ
ど
か
で
も

問
題
点
を
加
え
う
る
と
す
れ
ば
、
望
外
の
幸
い
で
あ
る
。

①
著
書
に
つ
い
て
の
み
あ
げ
れ
ば
、
渡
辺
澄
夫
氏
著
『
趣
旨
荘
園
の
基
礎

　
構
造
』
を
は
じ
め
と
し
、
永
島
福
太
鄭
氏
著
『
奈
良
文
化
の
伝
流
』
竹
内

　
理
三
氏
著
『
寺
領
二
号
の
研
究
』
等
の
中
に
論
及
さ
れ
て
い
る
。
な
お
本

　
稿
に
お
い
て
、
史
料
を
引
用
し
た
寝
園
の
通
観
等
は
、
煩
を
さ
け
て
一
切

　
割
愛
し
た
。
そ
の
多
く
は
、
渡
辺
氏
の
著
書
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

　
参
照
さ
れ
た
い
。

②
　
　
「
W
T
｛
女
造
文
」
　
四
穴
一
瓢
九
岡
万
所
収
。

③
「
春
日
神
社
文
欝
偏
。

④
清
水
三
男
氏
著
『
日
本
中
世
の
村
落
』
。

⑤
　
　
『
ヒ
ス
ト
ジ
ャ
』
一
七
号
所
収
拙
稿
書
評
。

⑥
衆
徒
・
国
民
の
成
長
と
荘
國
制
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
甚
だ
不
＋
分
な

　
が
ら
、
拙
稿
「
筒
井
順
永
ξ
て
の
時
代
」
（
日
義
史
研
究
会
史
料
研
究
部

　
会
編
『
中
世
社
会
の
基
本
構
造
』
所
収
）
に
お
い
て
考
察
し
た
。
な
お
、

　
石
母
田
正
氏
著
『
・
甲
世
的
世
界
の
形
成
』
．
二
一
一
～
二
一
五
頁
等
参
照
。

⑦
拙
稿
「
室
町
疇
代
の
高
野
山
指
墨
圏
に
つ
い
て
扁
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ヤ
』
二

　
四
号
）
。

二

　
さ
て
大
和
・
興
福
寺
領
荘
園
の
均
等
名
体
制
は
、
大
よ
そ
平
安
末

一
鎌
倉
初
期
の
交
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
体
制
を
、

興
福
寺
領
荘
園
の
本
来
的
体
制
と
す
れ
ば
、
室
町
期
に
お
い
て
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
に
持
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
大
和
興
福
寺
領
荘
園
に
お
け
る
均
等
胃
体
綱
の
完
成
は
、
史
料
的

に
は
出
雲
荘
の
文
治
二
（
一
一
八
六
）
年
の
場
合
を
初
見
と
す
る
が
、

そ
の
後
の
過
程
は
、
同
じ
く
出
雲
荘
の
場
合
に
よ
っ
て
典
型
的
に
示

さ
れ
る
（
第
一
蓑
）
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
延
慶
三
（
；
二
〇
）
、
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

明
三
（
一
四
六
九
）
、
L
又
開
十
二
（
一
四
八
○
）
年
等
の
史
料
が
存
す
る
が
、

文
治
二
年
の
名
体
制
が
、
そ
の
後
唄
颪
年
を
経
て
、
な
お
厳
と
し
て

維
持
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
。
も
ち
ろ
ん
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て

は
文
治
二
年
の
体
制
そ
の
ま
ま
に
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
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蜜町時代の興綴専領荘園について（熱田）

第1表出璽蓑の名の変遷
文明5　　　（1473）

　　　久闘名

（1名）　田原本南

（2名半）　ヰ；下司

（1名義）　西下司

（3名）　森屋筒井

（1名）　満［日名

（1名）　十市森本方

（1名半）南
（半名）　三部二郎

丁　反　歩
1．　2

1．　3．　0

4．　7．　180

1．　8．　180

4．　2．　180

1．　2．　0

／．　2．　0

1．　6．　0

8．000

文和3　　（1352）

　　丁　反　歩
久山1．4．　0

助元／．2．240

爽安　1．4．240

困時1．5．

重国1．5

頁次1．3

國弥1．4

助安1．4

o

助巨郵　1．　2．　240

貞元　1．　3．　120　．

貞国1．4．　O

国久1．2．　0

国劣ミ　1．3．　　0

今西仏

〃源藤太

〃｛麓

〃四三殿

〃西殿

〃｛讐1

〃佐藤三

〃与一

〃在五郎

〃｛離

〃助三郎

確η

　
　
　
　
　
殿

逆
撫
臨
撫
騰
暦

　
　
〃
　
〃
　
　
1
1

18丁3反5反切
146石8薯・（8斗一｛’k）

（fiTi　1．　5）

　弄卜　　　19．2．　120

分米計　120石3斗2升4合

文治2　 （1186）

久国名

助元名

爽安名

国時名

重厩1名

貞次名

魍弥名

助安名

助岡名

貞元名

貞瞬名

二伸二

重末二

丁　反
i．　4．　0

！．　2．　270

1．　5．　0

1．　6．　30

ユ．5．300

1．　2．　0

1．　4．　0

！．　2．　120

1．　3．　90

1．　3．　240

1．　3．　0

1．　2．　340

1．　0．　180

（13名のうち）

匡；砦ミ名　　1．2．

今国名　2．0．

助賢名　1。1。

60

0

90

　言1膚　　　21．　5．　220

〃3・鍔之罰・　　　　120石

第
｛
表
に
明
ら
が
な
よ
う
に
名
田
面
積
に
お
い
て
漸
減
の
傾

向
を
た
ど
り
、
そ
の
実
数
は
文
治
二
年
に
は
十
三
名
と
称
し

な
が
ら
一
二
名
の
余
分
が
あ
っ
た
に
対
し
て
、
文
和
以
後
は
十

三
名
と
な
っ
て
い
る
。
一
名
一
名
主
の
体
綱
は
文
和
三
年
す

で
に
く
ず
れ
、
文
明
年
間
で
は
半
名
を
最
低
単
位
に
離
合
集

散
が
行
な
わ
れ
、
久
国
名
（
集
名
）
以
外
で
は
名
主
の
実
数

は
十
二
の
名
に
対
し
八
名
主
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

文
明
度
の
西
下
一
名
一
丁
八
月
半
に
つ
い
て
「
此
内
二
反
ハ

久
国
名
、
但
一
丁
八
反
半
外
也
」
と
さ
れ
て
い
て
、
各
名
の

闘
に
、
下
地
の
若
干
の
出
入
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
傾

向
を
有
し
な
が
ら
、
し
か
し
例
え
ば
東
寺
領
荘
園
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
・
る
本
名
体
制
の
解
体
一
名
の
細
分
化

と
は
全
く
異
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
名
の
細
分
化
は
行
な
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
名
が
純
然
た
る
田
積
に
解
消
す
る
こ

と
も
な
く
、
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
注
置
さ
れ
る
。

　
い
ま
一
例
と
し
て
、
若
槻
荘
の
場
合
を
あ
げ
よ
う
（
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

蓑
）
。
こ
こ
で
は
、
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
の
土
帳
に
み
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

れ
る
、
例
え
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
2

　
　
　
　
　
　
元
中
田
名
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
六
段
半
　
　
　
幽
ボ
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5



第2表若槻蔑の名の変遷
寛灘三6（1465） 斗代

吉岡左衛門尉

番条成亥殿

〃次郎三三鄭

〃三郎太郎

ヒエタ騰九郎

若槻右近分

　　tt
吉隅太郎衛門

吉岡右近

吉陶トネ

若槻八郎

〃衛門

丁　反
1．　1

1．　1

1．5。．半

1．2．大

斗；f玉’

8．　4

8．　4

4．　9

3．　5

9．8反切斗三　17．0

　9．4反切

　7．2反切
1．　0．　0

　9．1反切

2．0　大

／．4，4反切

2．2．8反切

9．　0

5．　ro

8．　3

9．　4

6．　7

6．　8

8．　7

？ 脅産｛治2（1307）

西垣内名
西　　　名

中　田　名

大東　名
島　　　名

清　六　名

大垣内名

南垣内名

牛飼田名
平　群　名

池　尻　名

庄麗垣内名

集　　　名

公　文　名

下　司　名

丁　反　歩
1．　8．　240

2．　3．　0

2．　0．　120

2．　0．　120

1．　8．　60

1．　6．　270

1．　8．　O

IZ　90
1．　8．　0

1．　9．　270

1．　Z　240

1．　6．　120

1．　5．　314

　z　o
　7．　0

i
貞宗
弘　宗

匠　時

繭　山

雨　再

選蓮
宗　清

末　吉

石ヨ三丸

行　弘
古　　：：L＝
ンF　　l：1

下司脇
馳匿．．’　　㌔に

具　rtlj

吉　清

五難≦メL

國　宗

安二
二二
二　名

公交名

下司二

丁　反　歩
2．　8．　120

2．　8．　8

2．　7．　180

1．　4．　260

1．　2．　278

1．　1．　326

1．　0．　240

L　O．　60

9．　150

9．　140

9．　90

9．　9Q

9．　60

8．　300

8．　0

6．　240

5．　240

5．　188

ユ．5．314

　z　o
　7．　0

計　15丁2反300歩と7反切半25．　4．　44計25．　4．　44計

の
「
一
篇
を
細
名
と
す
れ
ば
、
そ
の
年
代
は
残
念

な
が
ら
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
徳
治
二
年
に
お
い

て
、
旧
名
体
制
は
く
ず
れ
、
東
寺
領
荘
園
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
、
名
の
分
解
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
　
し
か
し
廓
兇
正
六
年
－
（
一
四
六
五
）
に
は
、

そ
う
し
た
傾
向
は
進
展
す
る
こ
と
な
く
、
再
び
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

二
の
、
比
較
的
均
等
な
名
が
出
現
す
る
。
こ
の
徳

治
二
年
の
名
請
人
の
性
格
に
つ
い
て
、
渡
辺
氏
は

無
条
件
に
「
新
名
」
と
さ
れ
る
の
み
で
、
寛
正
の

そ
れ
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
徳
治
の
そ

れ
は
、
阿
部
猛
氏
に
よ
っ
て
、
す
で
に
分
析
さ
れ

て
い
る
。
徳
治
の
名
講
人
は
旧
一
名
の
み
を
引
継

い
だ
も
の
、
従
つ
で
旧
名
の
分
解
に
よ
る
も
の
一

〇
、
旧
二
名
か
ら
引
継
い
だ
も
の
五
、
三
三
名
か

ら
引
継
い
だ
も
の
二
、
四
名
か
ら
引
継
い
だ
も
の

一
の
割
A
口
で
あ
る
が
、
　
「
旧
名
が
分
割
譲
与
さ
れ

た
の
ち
の
或
る
機
会
に
、
買
得
に
よ
っ
て
兼
併
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

が
、
銅
部
氏
も
断
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
土
帳

（326）



aSHf時代の興福寺領荘園について（熱陥）

の
分
析
を
さ
ら
に
進
め
る
直
接
史
料
は
存
し
な
い
。
こ
こ
に
登
録
さ

れ
る
名
請
人
が
、
何
れ
も
名
主
で
あ
る
こ
と
は
、
同
土
帳
附
属
坪
付

図
に
何
れ
も
「
名
」
と
現
れ
る
こ
と
や
、
後
年
「
三
家
院
家
立
」
に

貞
宗
・
集
名
・
五
郎
丸
が
「
名
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
旧
名
と
の
系
譜
や
、
収
納
の
実
体
等
は
何

れ
も
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。
史
料
存
在
の
か
か
る
状
況
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
阿
部
氏
の
見
解
に
対
す
る
積
極
的
批
判
は
さ
し
控
え
て
お

か
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
土
帳
の
示
す
と

こ
ろ
は
、
よ
し
新
名
の
成
立
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
室
町
期
に
入
っ

て
、
そ
う
し
た
傾
向
は
さ
ら
に
進
展
を
み
せ
る
こ
と
な
く
、
い
な
そ

の
傾
向
は
逆
転
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
寛
正
の
そ
れ
は
、
収
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

単
位
と
し
て
の
「
名
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
う
ち
弥
九

郎
名
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
紛
）

　
此
一
名
之
田
地
粉
失
望
間
、
名
主
弥
九
郎
無
徳
分
之
由
申
入
、
名
主
職
ヲ

　
上
串
間
、
及
数
年
財
務
了
。
百
姓
事
沙
汰
人
”
一
仰
合
、
毎
年
如
此
算
用
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
…
…
田
地
事
同
可
有
再
興
春
也
。

と
さ
れ
て
い
る
。
弥
九
郎
名
は
、
史
料
的
に
は
寛
正
六
年
以
来
寺
家

の
直
感
と
さ
れ
、
　
一
荘
の
分
米
一
一
六
石
余
と
は
別
に
、
そ
れ
か
ら

二
七
専
意
が
控
除
さ
れ
て
算
用
状
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
弥
九
郎
な
る
名
主
が
い
な
が
ら
下
地
を
紛
失
し
（
い
う
ま
で
も

な
く
支
配
が
及
ば
な
く
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
）
、
そ
の
結
果
仮
空
の
名
と

し
て
形
式
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
寛
正
六

年
の
名
体
制
が
、
本
名
体
綱
と
系
譜
的
に
ど
の
よ
う
に
連
る
か
は
全

く
不
明
で
あ
る
が
、
と
ま
れ
、
名
体
制
維
持
へ
の
領
主
の
並
々
な
ら

ぬ
努
力
が
う
か
が
わ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
出
雲
荘
に
お
け
る
本
名
体
制
の
持
続
も
、
決
し
て
偶
然
の
所
産
で

は
な
い
こ
と
は
、
周
知
の
よ
う
な
「
三
家
院
家
蚕
」
の
次
の
書
画
が

端
的
に
示
し
て
い
る
。

　
是
者
（
文
治
二
年
の
名
注
進
状
）
本
名
主
之
名
也
。
近
来
ハ
作
者
之
以
名

　
字
為
何
名
。
太
不
可
然
。
作
者
之
名
字
ハ
依
時
不
定
也
。
可
用
本
名
号
事

　
也
。
越
前
御
領
者
、
別
以
本
名
称
名
字
也
。

　
こ
う
し
た
領
主
に
よ
る
本
名
体
制
の
維
持
は
、
直
接
に
は
、
す
で

に
渡
辺
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公
事
負
担
の

必
要
性
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
均
等
名
の
形
成
は
、
公
事
に
よ
っ
て
規

制
さ
れ
た
も
の
と
す
る
の
は
、
渡
辺
氏
の
所
論
の
眼
目
で
あ
る
が
、

そ
の
限
り
、
卓
見
と
し
て
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
室
町
期
に
お

い
て
・
も
、
事
態
は
そ
の
通
り
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
名
の
負
担
は
、

年
貢
・
夫
役
を
含
め
て
の
公
事
及
び
反
銭
（
米
）
に
大
別
さ
れ
る
。

7　（327）



『

・
り
ち
年
嵩
貫
・
反
米
銭
は
、
す
べ
て
寒
紅
惜
別
に
賦
論
課
さ
れ
る
（
も
っ
と
も

厳
密
に
は
そ
う
で
な
い
こ
と
は
、
第
二
表
若
槻
荘
寛
正
六
年
の
場
合
、
芸
名
の

斗
代
に
著
し
い
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
）
の
に
対
し

て
、
公
事
に
は
、
　
「
名
別
し
す
な
わ
ち
「
名
単
位
」
の
公
事
が
存
す

る
。
た
だ
し
す
べ
て
の
公
事
が
均
等
柔
な
い
し
不
均
等
名
の
み
の
負

担
で
は
な
く
、
さ
ら
に
名
の
存
す
る
荘
園
に
あ
っ
て
も
、
田
積
別
の

公
事
の
存
す
る
こ
と
は
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
均
等
名
に

は
す
べ
て
「
名
別
」
の
公
事
が
存
す
る
。
そ
れ
ら
の
公
事
は
、
純
経

済
的
に
は
地
代
の
一
部
と
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
土
地
生
産
と
は
一

応
分
離
さ
れ
た
、
名
主
の
「
名
役
」
と
し
て
、
荘
園
領
主
か
ら
は
考

　
　
　
　
　
⑤

え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
倉
荘
の
公
事
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

な
場
合
が
み
ら
れ
る
。

　
倉
庄
所
出
御
炭
用
途
以
下
諸
公
事
物
事
、
骨
炎
畢
百
姓
等
不
急
其
沙
汰
。

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
の
　
　
　
へ
　
　
　
り
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
サ

　
以
外
次
第
也
。
於
諸
公
事
物
者
、
為
頭
役
之
閥
、
不
毒
炎
早
等
致
其
沙
汰

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
事
不
限
歯
並
也
。
無
力
一
庄
二
可
立
榊
旨
仰
了
。

倉
荘
は
、
、
右
の
炭
用
途
以
下
多
く
の
諸
公
事
を
負
っ
て
い
る
が
、
炭

用
途
に
つ
い
て
は
、

　
　
三
責
五
姜
炭
花
用
途
名
別
品

　
　
　
　
　
四
百
丈

と
あ
る
よ
う
に
、
名
別
負
担
に
怨
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
長
禄
二

年
（
一
四
五
八
）
、
争
覇
を
理
由
に
そ
の
減
免
を
要
求
し
た
の
に
対
し

て
示
し
た
寺
家
の
見
解
が
、
す
な
わ
ち
右
の
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
公
事
は
「
名
役
」
で
あ
っ
て
、
炎
畢
な
ど
土

地
生
産
の
状
況
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
決
し
て
禽
荘

の
特
例
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
但
し
、
公
事
の
損
免
の
例

　
　
　
　
　
　
⑨

は
皆
無
で
は
な
い
）
。
　
か
く
し
て
年
貢
・
地
子
の
生
産
物
地
代
と
は
戴

然
と
区
別
さ
れ
た
形
で
「
繋
縛
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
乗
院
門
跡
領
の
公
事
が
、
各
荘
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
負
担
さ
れ

て
い
る
か
は
、
渡
辺
氏
に
よ
っ
て
「
三
家
院
家
抄
」
を
用
い
て
表
示

さ
れ
て
い
る
の
で
附
加
す
る
必
要
は
存
し
な
い
が
、
か
か
る
公
事
負

担
の
体
系
こ
そ
、
支
配
制
度
に
お
け
る
本
名
体
制
の
分
解
を
陽
止
す

る
最
大
の
理
由
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
均
等
名
体
制
が
、
室
町
中
期
に
い
た
っ
て
な
お
持
続
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
渡
辺
氏
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
た
だ
民
は
、
こ
う
し
た
室
町
期
の
史
料
の
多
く
を
援

用
さ
れ
な
が
ら
、
平
安
末
－
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
そ
の
形
成
過
程

を
論
証
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
が
、
室
町
中
期
ま
で
、
明
白
な

領
主
の
意
図
の
も
と
に
持
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
に
確
認
す

る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
者
体
制
の
持
続
如
何
は
、
こ
う
し
た
、
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い
わ
ば
名
の
形
態
論
の
み
で
は
な
く
、
業
主
と
の
関
係
及
び
内
部
構

造
を
た
し
か
め
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
後
節
に
ゆ
ず
診
、
と
竜
か
く
均
等
名
体
制
の
持
続
と
い
う
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

態
こ
そ
、
高
野
寺
領
（
無
名
荘
園
）
や
東
寺
領
（
新
名
体
捌
）
と
は
峻

別
さ
れ
る
、
興
福
寺
領
荘
園
の
特
色
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
均
等
名
の
形
成
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る

人
と
土
地
と
の
一
元
的
な
、
強
力
な
支
配
が
、
な
お
か
つ
現
実
に
生

き
て
い
る
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

①
渡
辺
氏
前
掲
書
第
十
四
衷
よ
り
作
製
。

②
　
史
料
編
纂
所
影
写
本
。

③
「
大
乗
院
寺
社
雑
欝
血
」
寛
正
六
年
五
月
四
魚
条
。
な
お
、
こ
こ
に
登

　
撮
す
る
の
は
、
何
れ
も
現
存
人
名
で
あ
っ
て
、
名
個
有
の
名
前
で
は
な
い

　
が
、
何
れ
も
「
名
主
」
で
あ
る
こ
と
は
、
「
若
槻
庄
隠
田
在
之
間
、
当
名

　
分
可
注
進
旨
仰
之
」
て
の
注
進
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
（
以
下
の
引
用
に
お
い
て
、
　
「
大
乗
院
寺
社
雑
纂
記
」
か
ら
の
場
合
は
、

　
す
べ
て
書
名
を
翁
略
し
、
単
に
年
・
月
・
日
の
み
と
す
る
。
）

④
　
阿
部
獄
氏
著
『
日
本
荘
園
成
立
史
の
研
究
』
所
収
「
畿
内
名
主
の
家
族

　
と
農
業
経
営
形
態
－
大
和
国
若
槻
荘
の
場
合
一
」
二
六
五
頁
。

⑤
　
文
明
十
五
・
十
一
・
七
条
。

⑥
こ
う
し
た
荘
園
領
主
の
考
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
地
代
と
し
て
も

　
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
出
雲
荘
と
揚
∵
不
荘
の
斗
代
の
違
い

　
に
よ
っ
て
も
、
判
開
す
る
。
出
雲
襲
の
斗
代
は
、
六
四
前
後
で
あ
る
の
に

　
比
し
、
楊
本
荘
は
制
令
代
以
下
で
あ
る
（
次
節
参
照
）
。
．
こ
れ
に
対
し
公

　
事
は
、
出
雲
荘
は
、
全
一
六
件
で
あ
る
の
に
対
し
、
楊
本
荘
は
四
四
件
以

　
上
を
算
え
る
（
「
一
工
箇
院
家
抄
」
）
。
　
も
っ
と
も
両
三
の
公
事
負
担
を
数
量

　
的
に
明
確
に
比
較
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
が
、
大
よ
そ
の
傾
向
と
し

　
て
、
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑦
長
禄
二
・
十
・
十
七
条
。
　
⑧
「
三
箇
院
家
抄
扁
。

⑨
例
え
ば
若
槻
荘
日
次
瓜
は
、
「
名
役
」
と
し
て
、
炎
果
に
よ
っ
て
は
損

　
免
は
あ
り
得
な
い
と
さ
れ
る
が
（
交
明
四
・
六
・
十
四
条
）
、
　
必
ら
ず
し

　
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
（
長
禄
二
・
六
・
廿
九
条
）
こ
と
、
狭
竹
荘
で
「
諸

　
公
事
」
が
「
三
分
二
免
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
文
明
二
・
十
二
・
十
五

　
条
）
、
第
五
表
に
示
す
楊
本
荘
の
場
脅
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑩
前
掲
『
ヒ
ス
ト
リ
ヤ
』
所
収
拙
稿
参
照
。

③
　
上
島
有
氏
稿
「
山
城
園
上
久
世
庄
に
お
け
る
百
姓
名
の
解
体
」
（
『
史
学

　
雑
勲
馳
』
六
七
ノ
一
　
一
）
等
参
照
。
　
な
お
、
　
上
久
世
霊
壮
に
乱
あ
っ
て
・
も
、
　
旧
嗣
名

　
は
公
事
、
特
に
夫
役
勤
仕
の
場
合
に
、
な
お
現
実
的
意
味
を
有
し
た
と
推

　
定
さ
れ
る
が
、
旧
名
解
体
後
の
零
細
否
姓
名
を
「
名
主
」
と
し
て
把
握
し
、

　
従
っ
て
類
名
体
罰
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
は
、
上
島
氏
や
無
用
満
氏

　
（
『
太
閤
検
地
論
』
第
一
部
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

三

　
そ
こ
で
考
察
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
名
田
以
外
の
酒
田
や
、
負

鎧
、
荘
園
の
形
態
、
あ
る
い
は
貢
租
が
、
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か

で
あ
る
。
以
下
断
罪
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
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一
　
間
臓
に
つ
い
て

　
凄
ご
て
晶
馴
紳
即
で
述
べ
み
κ
均
然
寸
名
田
は
、
一
尉
田
の
全
部
を
お
お
・
り
も
の

で
は
な
く
、
若
槻
荘
で
は
総
禰
積
三
八
町
七
反
余
に
比
し
名
田
畠
・
佃

二
九
町
五
反
余
、
出
雲
荘
で
は
同
じ
く
四
三
町
四
反
余
に
比
し
名
田

畠
・
佃
二
六
晦
二
反
余
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
く
の
名
・
佃
以
外
の
田

畠
す
な
わ
ち
問
田
が
存
在
し
た
。
こ
の
紫
藍
に
つ
い
て
も
、
渡
辺
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

精
緻
な
研
究
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
氏
は
、
阿
部
野
・
水
上
一
久

氏
の
研
究
の
あ
と
を
う
け
て
、
問
田
の
諸
形
態
を
分
析
さ
れ
て
の
ち
、

　
e
問
田
は
、
基
本
的
に
は
古
作
の
本
田
（
本
名
田
、
本
佃
）
に
対
し

　
て
、
以
後
の
新
開
田
に
基
づ
く
も
の
で
、
荘
園
領
主
の
強
力
な
る

　
支
配
下
に
お
か
れ
、
入
給
田
等
に
便
補
さ
れ
た
。

　
⇔
間
田
の
耕
作
春
は
種
々
の
階
層
を
含
み
つ
つ
、
多
く
は
夢
人
・

　
脇
在
家
・
門
脇
等
と
称
せ
ら
れ
る
名
主
と
下
人
と
の
中
間
的
階
級

　
で
あ
る
。

　
⇔
原
則
的
に
公
事
の
か
か
ら
な
い
年
貢
一
色
田
で
、
一
部
の
公
事

　
を
負
担
す
る
場
合
屯
、
荘
園
領
主
的
賦
課
で
は
な
い
。

　
㈲
問
田
は
悪
地
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
次
第
に
熟
田
化
し
、
そ
れ
に

　
応
じ
て
間
田
百
姓
の
成
長
も
み
ら
れ
る
。

と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
精
緻
な
実
証
か
ら
出
発
す
る
氏
の
見
解
は
、

何
れ
も
正
鴇
を
附
た
亀
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
興
福
寺
領
荘

園
に
限
定
す
る
場
合
、
そ
の
支
配
体
制
の
中
で
の
間
田
の
位
置
づ
け

は
必
ず
し
竜
十
分
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
そ
の
特
殊
規
定
竜
十
分

で
は
な
い
。
氏
は
「
間
田
及
び
聞
入
の
研
究
に
よ
っ
て
、
庄
園
制
の

基
本
構
造
で
あ
る
名
田
及
び
名
主
の
性
格
把
握
が
更
に
深
化
の
度
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

加
え
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
つ
つ
、
氏
の
「
名
」

の
理
解
は
、
必
ら
ず
し
竜
間
田
と
の
一
体
的
理
解
の
上
に
行
な
わ
れ

て
い
な
い
か
に
考
え
ら
れ
、
ひ
い
て
間
田
の
性
格
把
握
も
不
十
分
さ

を
ま
ぬ
が
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
し
か
し
さ
し
あ

た
り
右
の
e
四
点
に
関
連
し
て
、
室
町
期
の
形
態
を
考
察
し
ょ
う
。

　
ま
ず
、
下
級
僧
侶
・
坊
富
・
衆
徒
国
民
の
給
分
田
や
諸
供
料
な
ど

に
配
分
さ
れ
、
領
主
直
属
地
と
し
て
強
力
な
規
制
下
に
あ
る
間
田
の

性
格
は
、
室
町
中
期
に
お
い
て
も
、
厳
と
し
て
存
在
し
た
。
た
と
え

ば
次
の
請
・
叉
を
あ
げ
よ
う
。

三
徳
院
書
状
取
進
上
候
。
此
上
ハ
無
二
徳
之
沙
汰
条
分
関
候
。
向
後
又
借

物
以
下
二
不
可
入
概
候
。
可
致
直
流
沙
汰
之
由
、
千
万
此
所
々
内
、
自
他

方
致
知
行
子
細
論
聞
黒
潮
者
A
御
目
分
悉
筆
生
被
弼
上
候
（
中
略
）

　
横
田
間
田
六
反
　
　
　
　
高
田
問
田
八
反
　
　
　
　
倉
掛
闘
田
六
反

　
新
木
澗
田
三
反
　
　
　
　
立
野
感
動
一
斗
三
升
　
　
福
智
独
一
石
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漉
入
問
田
二
反
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

　
　
　
　
　
へ
増
力
）

　
此
瓜
刀
野
饗
坊
一
期
・
フ
』
…
圃
博
需
障
口
論
仕
膳
阪
Q
簡
門
盈
俊
冨
沢
N
描
不
可
渡
他
士
刀
㈱
賦
ゆ
傍
為

　
後
臼
請
文
画
師
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顧
業

　
　
　
　
寛
正
二
年
七
月
骨
五
団
　
　
　
　
　
　
　
重
増
判

右
は
下
北
面
一
婦
題
亮
が
、
そ
の
華
分
田
を
訓
英
（
妙
徳
論
か
）
に
売

却
し
「
相
違
子
細
」
に
よ
っ
て
召
放
た
れ
て
の
ち
、
再
び
召
還
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
給
田
と
し
て
与
え
ら
れ
た
際
の
請
文
で
あ
る
。
右
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
給
田
は
、
相
違
な
き
隈
り
一
期
の
間
（
跡
目
は
桐
続
さ
れ
て
い

る
例
が
多
い
）
知
行
を
許
さ
れ
る
が
、
売
却
は
許
さ
れ
ず
、
そ
う
し
た

相
違
あ
れ
ば
召
上
げ
ら
れ
る
。
ま
た
被
増
勢
の
罪
過
等
に
よ
る
身
分

喪
失
の
場
合
も
、
早
速
に
召
放
た
れ
る
こ
と
は
、
在
地
領
主
た
る
衆

徒
・
国
民
の
場
合
竜
例
外
で
は
な
い
こ
と
は
、
か
つ
て
示
し
た
と
こ

　
　
　
④

ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
間
田
の
公
領
と
し
て
強
力
な
規
制
下
に
あ

る
性
格
は
、
室
晦
期
に
お
い
て
も
強
固
に
存
在
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
だ
が
、
問
田
に
お
い
て
軽
視
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
問
題
の
一
つ
は
、

他
な
ら
ぬ
苗
田
が
給
田
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
大
乗
院

配
下
の
下
級
僧
侶
や
衆
徒
へ
の
給
分
の
配
分
状
態
は
、
　
「
三
箇
院
家

　
　
　
　
　
　
　
⑤

抄
」
一
に
示
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
例
え
ば
北
円
堂
三
十
口
供
料
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

如
き
平
等
均
分
の
原
則
は
み
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
こ
う
し
て
配
分
さ

れ
る
結
果
、
士
分
得
分
を
め
ぐ
っ
て
、
被
給
者
相
互
の
利
害
関
係
は

複
雑
に
か
ら
み
あ
う
筈
で
あ
る
。
得
分
を
め
ぐ
る
、
学
侶
と
六
方
、

衆
徒
あ
る
い
は
門
跡
二
女
の
、
俗
界
そ
こ
の
け
の
見
苦
し
い
争
い
は
、

今
さ
ら
こ
こ
に
例
示
す
る
迄
も
な
く
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
を
ひ

も
と
け
ば
、
随
所
に
現
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
乗
院
門
跡
尋
尊
す

ら
、
前
門
跡
安
位
寺
経
覚
が
多
く
の
借
物
を
残
し
て
亮
じ
、
抵
当
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
て
そ
の
料
所
が
没
収
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

　
御
入
駈
上
漸
、
新
所
共
事
ハ
取
返
申
二
品
。
一
旦
給
人
也
。
依
何
慕
予
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
存
知
借
物
等
事
可
弁
返
哉
。
沙
汰
外
事
也
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
給
田
を
給
与
す
る
側
の
立
揚
で
あ
り
、
ま
た
経
覚

に
対
す
る
尋
尊
の
に
く
し
み
が
露
骨
に
表
明
さ
れ
て
い
る
か
竜
知
れ

な
い
が
、
料
所
を
め
ぐ
る
確
執
の
最
た
る
竜
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
給
田
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
生
起
す
る
こ
う
し
た

事
情
は
、
問
田
の
地
味
向
上
・
作
人
の
身
分
向
上
等
に
よ
る
名
田
化
、

渡
辺
残
の
い
わ
ゆ
る
間
田
の
成
長
を
、
不
可
能
に
し
、
閥
田
の
固
定

的
な
維
持
と
な
っ
て
結
果
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
間
田
の
維
持
状
況
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
果
し
て
極
め
て

囁圃

濶
ｻ
さ
れ
て
、
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
前
節
で
述
べ
た

ユ1（331）



よ
う
に
、
名
田
が
颪
積
屯
そ
の
ま
ま
に
（
正
し
く
は
漸
滅
の
傾
向
を
た

ど
り
っ
っ
）
維
持
さ
れ
た
と
す
る
と
き
、
名
田
以
外
の
田
す
な
わ
ち

間
細
も
ま
た
旧
来
通
り
で
あ
る
こ
と
は
、
理
の
当
然
で
は
あ
る
が
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
若
槻
荘
の
徳
治
二
年
と
文
正
元
年
、
出
雲
荘

の
文
治
二
年
と
交
明
初
年
の
場
合
を
比
較
す
れ
ば
、
第
一
二
表
・
四
表

の
通
り
と
な
る
。
両
表
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
配
分
の
細
部
に
は
か
な
り

第3表　　若槻荘間日日圭ヒ較⑨

徳　　治　　2　年

（御米田）

預所田（イ閏）

中綱給＊
下司給（名）

公文給（名）

定使韻

事　反　　歩
24．　3．　！64

1
7
7
7
∩
δ

4
　
　
1
1春臼大般若田1．0．

賑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
給

祭
田
田
＊
＊
＊
＊
地
田
　
公
　
等

社
院
寺
飼
田
房
口
敷
免
免
張
給
成

満
教
楽
　
島
意
　
社
近
　
尾
房
河

天
伝
極
牛
乳
網
引
寺
右
浮
元
御
荒

王
7
4
1
3
1

　
2

1
．
1
．

2．　120

5．　0
5．　0
5．　76

o
o
o
o
o
o
o
o

大
。

半
半
4反切

oo
o

38丁7反240歩

　交　　正　　元　　年

　　　　　丁　反　歩
（御米田）　18．　9．　120

預所田
中綱給
下司田
公文土
定使田

4．　1．　！80

　8．　0
2．9．玉20
1．　6．　120

春目大般若玉。7．

祭　圧1

伝教山田
極楽憩…田

牛飼田
鹿島田
如意募
神　田
堂　宮
釜　皇
族　出
宮自転ヨ

井料田
盆供田
溝　堀
河　荒
例禄田
その他

1
0
ρ
0
3
り
0
1

　
2

3．　O

　　o
　　o
　　o
　　o
　　o
　　o
　半
　小4反切
4．　0
4．　8反切
1．　0
2．　0
1．　0

　半
5．　！20

8．　6反切
2．　0
6，300．7反切

計　　37丁6反と5反切

に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
特
に
出
雲
荘
で
は
、
文
治
二
年
に
一
町
歩
の

人
給
田
が
、
文
明
元
年
に
は
五
二
八
反
半
に
増
大
し
浮
免
田
や
新
畑

も
給
田
と
さ
れ
る
な
ど
大
き
な
変
動
が
み
ら
「
れ
、
文
治
の
「
方
々
知
行

閥
田
」
一
一
町
余
は
、
そ
の
後
全
く
行
方
が
知
れ
ず
、
嵐
雲
荘
の
い
わ

第4表　出璽蓑問田比較⑩

文　　治　　2　年

　　　　丁　反　　歩
（当日ヨ　　　2L　5，220）

予頁所田　　　2丁（tii］1丁｛田）

下司田　5反300歩

公文田　2反

人給田　1丁

職寿田　　2反

浮　田　　4丁240歩

瓜　生　2反

新　佃　　1丁

田堵屋敷　　850歩

寺堂敷地　1反

常　荒　　6反20歩

　齎卜　　　　　32〕一2反80歩

方々知行間田

　　　　11丁2反280歩

総計　　43丁5反

文 明　　初　　年

（名田

給主個

下司給
公文給

職事給

定使給
裳敷地
〔瓜　主

寺敷地

撲揚津々師田〔新誌〕

地下念仏田　　1丁2反〔2丁4反〕

〔同三昧田　　　1丁2反〕

善観募給〔浮免〕　1丁

竃鴫給　　　　　1丁9反

竹内方　　　　1反
有舜房〔浮免コ　6反〔5反う

順円房　　　　2丁6反半
　　〔で也1こ間E観　　2丁2反〕

（！」、言十　　　　　　　　　 11一】一1反250歩）

ユ8丁6反半）

1丁

5反300歩
1反

2反

5反

850歩
2反｝

1反

　　　1丁

総計　　29丁8反70歩〔32丁1反〕
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：室町時代の興描寺領荘園について（熱田）

ば
表
面
積
四
三
丁
五
反
は
、
そ
の
後
、
つ
い
に
い
か
な
る
検
注
帳
で

も
埋
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
給
田
が
大
き
く
変
動
す
る
こ
と
は
、

前
述
し
た
よ
う
な
問
田
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
変
動
に
屯
か
か
わ
ら
ず
、
下
司
給
・
職
事
給
・
堂

敷
地
な
ど
は
全
く
変
動
を
み
せ
ず
、
そ
し
て
問
田
の
名
田
化
は
全
く

み
ら
れ
な
い
。
荘
園
の
構
成
に
お
い
て
、
間
田
は
文
治
以
来
一
貫
し

て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対

し
て
若
槻
荘
で
は
、
年
代
的
に
接
近
し
て
い
る
せ
い
で
も
あ
ろ
う
が
、

間
田
の
配
分
屯
極
め
て
酷
似
し
た
形
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
注

匿
さ
れ
る
。
若
槻
荘
の
場
合
、
さ
ら
に
坪
付
に
つ
い
て
検
す
れ
ば
、

例
え
ば
二
条
一
里
三
〇
坪
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
藺
垣
内
名

　
（
徳
治
二
年
）
　
一
段
　
　
貞
宗
　
　
　
　
　
四
段
　
　
下
司
給

　
　
　
　
　
　
　
二
段
　
　
公
文
給
　
　
　
　
三
段
　
　
定
使
給
一
～
甑
瓢
癩
憐

　
（
文
正
三
年
）
　
四
段
下
司
田
　
　
　
　
　
　
　
二
反
公
文
田

　
　
　
　
　
　
　
三
反
定
引
田
　
　
　
　
　
　
一
反
御
米
田

と
あ
っ
て
完
全
に
符
合
す
る
。
こ
う
し
た
坪
は
全
点
田
畠
三
九
坪
中

九
坪
に
達
し
、
他
竜
極
め
て
近
似
す
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
各
坪

内
で
の
繊
畠
の
方
付
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
南
北
朝
内
乱
を
中
に
は

さ
ん
で
の
一
世
紀
半
の
問
、
若
槻
荘
問
田
は
、
・
ほ
と
ん
ど
変
動
を
み

せ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
渡
辺
氏
の
指
摘
さ
れ
る
問
田
の
成
長
は
、
他
地
方
で
は
「
間
人
名
」

の
存
在
竜
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
一
般
論
と
し
て
は
正
鵠
を
射
て

い
る
こ
と
は
疑
な
い
。
し
か
し
興
福
寺
領
の
場
合
に
お
い
て
は
、
閥

田
は
固
定
化
さ
れ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
注
貢
す
べ
き

現
象
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
二
　
荘
園
の
圏
円
性
に
つ
い
て

　
次
に
、
荘
園
の
一
円
性
の
問
題
が
あ
る
。
従
来
、
や
や
も
す
れ
ば

散
在
性
を
特
質
と
す
る
と
説
か
れ
て
き
た
畿
内
荘
園
も
、
事
実
は
一

円
性
を
有
し
、
荘
園
領
主
の
意
図
も
ま
た
そ
の
点
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

渡
辺
氏
の
明
侠
な
所
説
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
・
、
ま
た
上
島
有
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
よ
っ
て
も
力
説
さ
れ
て
い
る
。

　
興
福
寺
領
に
あ
っ
て
、
若
槻
荘
や
一
乗
院
領
池
二
三
の
ご
と
き
、

ほ
ぼ
、
完
全
に
一
円
性
を
有
し
、
し
か
も
延
久
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け

て
、
そ
の
方
向
へ
沖
西
園
の
発
展
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
次
の
楊
本
荘
の
場
合
は
、
い
か
に

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
大
乗
院
根
本
所
領
の
随
一

と
さ
れ
る
楊
本
荘
百
一
丁
余
は
、
周
知
の
よ
う
に
城
上
郡
十
六
条
五

・
六
・
七
・
八
里
、
十
七
条
五
・
六
・
七
・
八
里
す
べ
て
凡
そ
四
三
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二
町
の
間
に
、
散
在
し
て
い
た
。
東
西
二
四
丁
、
南
北
一
八
了
の
四

至
の
間
に
、
わ
ず
か
に
四
分
一
弱
を
占
め
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
の
こ

る
四
分
三
論
は
、
他
領
で
あ
り
、
ま
た
非
重
職
の
大
市
章
等
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
結
果
、
　
「
堺
混
乱
事
」
が
、
し
ば
し
ば

発
生
す
る
。
大
市
荘
八
丁
六
反
は
、
城
上
郡
七
里
十
七
条
に
楊
本
荘

と
入
組
ん
で
存
在
す
る
が
、
長
禄
三
年
諸
公
事
物
の
無
沙
汰
に
よ
る

点
札
・
散
田
に
は
、

　
田
地
事
百
姓
等
隠
シ
二
間
、
上
使
ヲ
下
テ
散
田
了
。
草
川
庄
与
楊
本
庄
ノ

　
間
二
大
市
ノ
庄
ハ
ア
ル
間
、
両
庄
ノ
百
姓
ヲ
召
出
テ
、
彼
両
庄
ノ
外
ノ
田

　
地
二
神
木
ヲ
下
了
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
い
う
不
便
さ
で
あ
っ
た
し
、
大
受
荘
は
、
楊
本
荘
の
百
姓
か
ら
、

ま
た
衆
徒
・
国
民
か
ら
、
し
ば
し
ば
揚
本
荘
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。

楊
本
荘
自
体
、
そ
の
他
領
と
の
入
組
か
ら
く
る
支
配
の
煩
雑
化
に
つ

い
て
は
、
徴
証
を
欠
く
が
、
　
「
入
組
事
ハ
不
限
此
両
庄
、
於
当
国
・

　
　
　
　
　
　
⑬

他
国
有
其
証
事
也
」
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
い
か
に
荘
園
土
地

支
配
を
煩
雑
化
し
弱
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
い
ま
さ
ら
論
証

す
る
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
よ
り
、
楊
太
・
荘
の
例
は
、
入
組
の
極
端
な
例
を
な
す
も
の
で

あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
渡
辺
氏
の
君
わ
れ
る
よ
う
に
、
　
「
如
上
の
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

在
形
態
は
万
策
を
つ
く
し
た
上
の
已
む
を
得
ぬ
結
果
」
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
か
か
る
結
果
が
、
鎌
倉
期
以
来
改
善
さ
れ
る

こ
と
な
く
墨
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

楊
本
荘
は
文
明
十
七
年
の
毛
見
に
さ
い
し
、
土
帳
（
建
長
四
年
置
土
帳

⑰か
）
な
ら
び
に
応
永
廿
八
年
毛
晃
帳
・
永
享
八
年
帳
等
が
参
照
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
依
然
右
の
散
在
性
の
ま
ま
に
、
確
認
さ
れ
た

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
「
三
箇
院
家
抄
」
を
検
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
場
合
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
㈹
　
九
条
庄
　
十
三
町
七
反
七
十
歩
航
麟
櫛
礪
購
撚
鹸
証
柚
階
璋
町

　
　
小
林
庄
　
三
十
七
町
五
反
七
十
二
歩
此
内
彿
二
二
町
九
反

　
㈱
凹
村
馳
庄
　
　
三
町
・
一
一
測
定
此
外
保
田
一
丁

　
　
一
、
龍
華
院
新
田
広
瀬
郡
廿
一
条
三
璽
九
坪
一
丁
．
（
中
略
）

　
　
一
、
龍
華
院
新
田
之
内
城
下
郡
東
部
十
七
条
一
里
三
坪
一
丁
、
十
坪
　

　
　
　
丁
、
十
一
坪
一
丁
、
合
三
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
田
云
ζ

　
　
　
一
、
罷
華
院
新
田
之
内
小
泉
庄
一
丁
一
反
班
歩
ハ
添
下
郡
六
条
四
里
滑

　
　
　
二
坪
一
反
大
九
斗
代

　
　
　
同
五
里
七
坪
一
反
百
昔
歩
四
斗
証
升
代
（
中
略
）

　
　
　
合
当
薬
之
内
三
丁
百
廿
歩
也
（
中
略
）

　
　
　
一
、
小
泉
庄
預
所
分
屋
敷
垣
内
七
反
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室町時代の興薇寺頒荘園1こついて（熱腿）

す
な
わ
ち
、
A
は
、
一
荘
の
う
ち
一
小
都
分
の
み
を
大
乗
院
が
支
配

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
あ
り
、
B
は
荘
田
自
体
が
、
郡
を
越

え
て
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
延
久
か
ら
鎌
倉
初
期

に
か
け
て
、
群
論
化
へ
の
努
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
が
、

そ
の
後
そ
れ
が
何
ら
具
体
的
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
、
支
配
の
上

に
甚
だ
し
く
不
便
な
散
在
性
が
克
服
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
は
、
ど
の

よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
荘
園
の
一
円
性
の
問
題
で
は
、
同
時
に
貢
租
の
一
円
性
を
と
り
あ

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
雑
役
免
田
か
ら
荘
園
へ
の
進
化
過
程
に
お

い
て
、
興
福
寺
領
荘
園
は
砂
壌
に
多
く
の
負
所
（
田
）
を
の
こ
し
た
。

負
所
と
は
、
負
田
一
竹
内
理
三
氏
に
よ
っ
て
明
瞭
に
規
定
さ
れ
る

ご
と
く
、
　
「
荘
負
田
と
は
一
方
に
課
役
を
勤
め
、
他
の
一
方
へ
は
雑

物
を
貢
納
す
る
。
即
ち
一
人
の
荘
民
が
、
二
人
の
領
主
を
も
つ
」
田

　
　
　
⑮

畠
で
あ
る
一
の
系
譜
を
ひ
き
、
興
福
寺
領
荘
園
で
あ
り
な
が
ら
、

他
の
纐
主
に
対
し
て
も
若
干
の
貢
租
を
負
担
す
る
田
畠
で
あ
る
。
興

福
寺
領
荘
園
の
形
成
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
に
給
田
や
佃
が
募
ら
れ
、

従
っ
て
下
地
支
配
権
は
興
福
寺
に
あ
り
、
最
も
領
主
権
の
強
力
な
田

地
と
な
り
、
均
等
名
形
成
の
一
つ
の
鍵
を
し
め
た
と
す
る
の
が
渡
辺

氏
の
意
見
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
負
所
も
ま
た
室
町
時
代
に
お
い
て
、
な
お
強
固
に
維
持

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
若
槻
荘
で
は
、
要
劇
田
の
系
譜
を
ひ
い
て

正
願
院
・
・
石
馬
・
一
撃
位
・
二
階
堂
・
勧
学
院
・
無
主
位
の
負
所
田

が
あ
る
が
、
徳
治
と
文
正
の
坪
付
を
比
較
す
れ
ば
、
面
積
も
そ
の
ま

ま
に
維
持
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の

下
地
は
、
鎌
倉
時
代
す
で
に
給
田
や
名
に
分
割
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
る
が
、
「
諸
負
所
米
ハ
名
田
・
給
主
田
以
下
造
畢
之
、
別
無
篤
し
、

す
な
わ
ち
、
名
山
・
給
誉
田
以
下
の
作
人
か
ら
無
意
九
升
代
の
所
当

を
徴
収
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
若
槻
荘
の
負
所
に
つ
い
て
は
、
渡
辺

氏
が
特
に
一
節
を
設
け
て
詳
述
し
て
お
ら
れ
る
の
で
詳
し
く
は
そ
れ

に
依
ら
れ
た
い
が
、
氏
の
立
場
は
、
　
「
下
地
の
支
配
権
は
当
然
興
福

寺
に
あ
っ
た
も
の
で
」
「
こ
れ
ら
の
部
分
こ
そ
最
竜
領
主
権
の
強
力

な
田
地
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
そ
の
配
名
が
均
等
名
の
形
成
に
重
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
ポ
イ
ン
ト
を
占
め
た
こ
と
を
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ

な
ら
ば
、
何
故
に
負
所
が
名
に
解
消
す
る
こ
と
な
く
、
室
町
期
に
も

「
負
所
」
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
か
を
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
右
の
若
槻
荘
負
所
の
う
ち
、
た
と
え
ば
正
願
院
負
所
は
、

領
主
を
異
に
す
る
と
は
い
っ
て
も
正
願
院
は
当
時
大
乗
院
の
配
下
に

あ
9
、
従
っ
て
負
所
米
竜
便
宜
立
野
松
岡
氏
の
給
分
と
さ
れ
、
一
期
の
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の
ち
当
然
発
願
院
に
返
付
さ
れ
る
べ
き
の
と
こ
ろ
筒
井
順
永
に
押
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

さ
れ
る
、
と
い
う
事
件
を
み
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
負
所

が
、
よ
し
単
な
る
貢
租
の
分
割
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
依
然

特
殊
な
支
配
下
に
あ
る
屯
の
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
室
町
時
代
の
負
所
（
田
）
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
支
配
制
度
下
に
あ
っ
た
か
を
十
分
明
ら
か
に
す
る
史

料
も
余
裕
竜
駕
は
有
さ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
成
立
・
由
来
に
よ
っ
て

種
、
々
の
形
態
が
存
し
た
こ
と
は
当
然
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
最
右
翼
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
事
例
を
指
摘
し
う
る
。

　
長
谷
川
竹
内
申
、
小
路
庄
之
内
二
反
田
地
事
、
負
所
米
反
別
一
斗
三
升
、

　
舎
二
反
分
二
斗
六
升
也
。
竹
内
知
行
仕
候
処
、
作
興
六
条
方
致
無
沙
汰
之

　
間
、
黒
蜜
二
致
催
促
了
。
無
力
六
条
方
捨
作
分
テ
二
宮
。
動
作
分
慈
心
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
為
地
主

　
供
衆
故
法
輪
院
舜
長
法
印
知
行
之
処
、
事
件
負
瓶
米
致
無
沙
汰
之
間
、
法

　
輪
院
ヲ
取
放
テ
竹
内
致
知
行
了
。
傍
云
地
主
分
云
作
分
、
悉
以
負
町
方
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
影
取
了
、
是
掟
法
也
云
々
。

す
な
わ
ち
、
小
路
荘
内
二
反
の
負
所
に
つ
き
、
負
所
知
行
の
国
民
長

谷
川
臆
内
争
が
、
負
研
米
未
進
の
故
を
以
て
、
作
分
地
主
僧
を
回
収

し
た
事
件
で
あ
る
。
負
所
の
知
行
が
、
具
体
的
に
は
反
別
一
斗
三
升

の
得
分
権
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
作
業
」
「
地
主
」

分
を
進
止
し
得
る
権
限
、
し
い
て
言
え
ば
、
領
主
的
権
隈
を
有
す
る

の
が
「
掟
法
」
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
尋
尊
は
、

「
三
面
僧
坊
厳
重
供
田
、
以
負
等
号
駈
落
取
事
大
二
不
可
有
事
也
」

と
反
駁
す
る
。
し
か
し
他
方
、
　
「
凡
負
所
之
地
下
ハ
他
領
也
」
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
先
に
述
べ
た
養
田
支
配
の
系
譜
が
、
な
お

濃
厚
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
負
所
が
、
そ
の
支
配
の
複
雑
特
殊
性
の
故
に
室
町
期
に
ま
で
維
持

さ
れ
た
、
と
す
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
そ
の
複
雑
さ
・
特
殊
性
を
強

調
し
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
負
断
は
、
興
福
寺
領

荘
園
に
あ
っ
て
下
地
支
配
の
一
円
に
貫
徹
す
る
土
地
で
は
な
く
、
そ

れ
が
室
町
時
代
に
も
維
持
さ
れ
、
従
っ
て
負
所
の
完
全
な
名
田
化
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

荘
照
化
が
み
ら
れ
な
い
事
実
に
注
β
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
摂
津
猪
名
荘
で
典
型
化
さ
れ
て
い
る
住
人
支
配
と

下
地
支
配
の
分
離
の
問
題
も
ま
た
、
室
町
誌
代
に
お
い
て
、
な
お
激

烈
に
争
わ
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
山
辺
郡
布
留
郷
内
上
総
寝

十
町
余
は
、
大
乗
院
領
で
あ
る
が
、
住
人
は
大
略
一
乗
院
家
の
寄
人

　
　
　
　
　
⑳

と
な
っ
て
い
る
。
一
乗
院
門
跡
は
、
こ
こ
か
ら
一
乗
院
領
を
主
張
す

る
。
康
正
二
年
（
一
四
〇
〇
）
の
大
会
反
銭
の
賦
課
に
つ
い
て
、
一
乗

院
家
の
命
を
う
け
た
寛
貞
従
儀
師
が
、
大
乗
院
方
使
節
を
追
立
て
た
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と
き
、
大
乗
院
方
は
、
寛
貞
に
報
復
し
そ
の
在
所
を
焼
き
払
わ
ん
が

た
め
、
配
下
の
全
衆
徒
・
末
寺
を
召
集
し
て
、
両
院
家
の
全
面
衝
突

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
発
展
し
よ
う
と
し
、
結
局
越
智
氏
の
仲
介
で
収
拾
し
た
も
の
の
、

雑
事
記
冒
頭
を
に
ぎ
わ
す
大
事
件
に
発
展
し
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

そ
の
後
し
ば
し
ば
衝
突
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
寄
人
と
下
地
支
配

の
問
題
竜
、
な
お
ア
ッ
プ
・
ツ
ウ
・
デ
イ
ト
な
問
題
ど
し
て
、
争
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
一
乗
院
家
と
大
乗
院
家
は
、
南
北
朝
以
来
た
も
と
を
分
つ
と
は
い

え
、
と
も
に
興
福
寺
を
構
成
す
る
二
大
門
跡
で
あ
り
、
い
わ
ば
と
も

に
協
力
し
て
荘
園
を
維
持
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
．

よ
う
に
激
烈
な
抗
争
を
く
り
か
え
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
荘
園

の
一
円
支
配
の
問
題
を
解
決
す
る
困
難
さ
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
か
く
て
荘
園
の
散
在
性
・
複
合
性
・
重
層
性

も
ま
た
、
旧
来
通
り
に
固
定
化
さ
れ
た
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
三
貢
租
に
つ
い
て

　
次
に
、
こ
れ
ら
の
土
地
制
度
の
も
と
で
徴
収
さ
れ
る
貢
租
の
う
ち
、

年
貢
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
一
・
工
の
実
例
に

つ
い
て
み
よ
う
。

　
楊
本
荘
で
は
、
建
長
四
年
の
田
畑
検
注
帳
に
よ
れ
ば
、
斗
代
は
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

∴
鮒
纒
一
締
翌
購

四
色
壷
糖
一
握
慰
　

　
小
佃
　
一
石
三
斗
～
一
石
五
斗
　
　
三
町
三
反
　
四
十
一
石
九
三
一
升

　
　
群
　
　
一
七
八
石
五
升

　
こ
の
壁
代
が
、
定
樽
代
と
し
て
決
定
さ
れ
た
年
代
に
つ
い
て
は
明

徴
を
欠
く
が
、
建
長
四
年
の
そ
れ
は
、
名
田
の
構
成
も
そ
の
ま
ま
に

「
三
箇
院
家
抄
」
に
書
写
さ
れ
、
つ
い
で
文
明
十
七
年
に
は
、
数
量
的

に
は
右
と
全
く
同
一
に
毛
見
き
れ
、
右
の
通
り
の
年
貢
収
納
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
右
の
斗
帳
は
、
鎌
倉
一
室
町
期
を
一
貫

し
て
、
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
序
で
に
、
実
際
の
年
貢
の
納

付
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
、
従
っ
て
荘
園
の
維
持
が
ど
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耀
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行
な
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
撮
免
の
…
数
量
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
（
五
表
）
。
な
お
若
槻
荘
は
、
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
判
明
す
る

の
で
、
六
表
に
掲
げ
る
。
も
と
よ
り
．
定
量
か
ら
損
免
額
を
差
引
い
た

額
は
確
実
に
納
付
さ
れ
た
と
す
る
確
証
は
な
く
、
ま
た
表
示
し
た
年

代
以
外
に
も
、
損
免
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
毎
年
の
損
免

額
は
、
農
民
側
か
ら
の
闘
争
な
し
に
は
獲
r
得
さ
れ
な
い
事
情
を
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
康
正
三
年
の
場
合
、
八
月
廿
八
目
、

第5表　揚本荘損免一覧

分米175石8升2合8勾

55石

30

100

51

100

45

22

半分（公事とも）

半分（公事とも）

半分（公事とも）

18石

25

10e

10

40

　3分ノ1

康正3

文安元

　　4

宝徳2

長禄2

　　3

寛正6

応仁2

文明4

　　6

　　14

　　16

　　17

　　18

延徳2

明芯2

第
6
表
若
槻
荘
損
免
［
覧

本肇長分ラ1ミ116石4斗・3チ1一

　85石
　82
　93
　28
　26
　25
　43
　28
　44
　40
　30
　74余
　　34

　39
　41
　　52

　　52

約52
　27
　23．5

　32
　76余
　　71余

　　63

　23
　53
　20
　29

康正2
長禄元
　　2
寛正3
　　4
文正元
文開元
　　2
　　3
　　6
　　9
　　12
　　13
　　14
　　15
　　16
　　17
　　18
　　19
長享2
　　3
延徳2
　　3
　　4
明応2
　　3
　　4
　　5

炎
畢
に
よ
る
損
免
申
入
れ
が
行
な
わ
れ
、
不
許
可
、
九
月
二
日
・
夢
解
・

六
日
・
十
六
日
・
十
一
月
九
日
と
百
姓
・
下
司
代
よ
り
交
渉
が
行
な

わ
れ
、
寺
家
側
は
、
炎
早
は
下
司
が
水
を
他
に
売
却
し
た
結
果
で
理

由
な
し
、
と
し
て
問
題
に
し
な
か
っ
た
が
、
結
局
、
十
一
月
二
十
日

に
い
た
っ
て
、
下
司
過
銭
百
貫
、
損
免
二
〇
石
、
　
「
愚
状
ナ
ク
ハ
…

…
画
筆
百
人
、
神
人
計
言
分
可
付
庄
家
」
と
き
め
ら
れ
、
再
度
接
衝

の
結
果
、
下
司
過
銭
二
五
貫
、
損
免
五
十
五
石
で
下
司
楊
本
氏
は
領

状
、
し
か
し
百
姓
は
承
知
せ
ず
、
　
「
当
年
損
免
事
、
以
五
十
五
石
下

司
落
居
申
段
不
得
其
意
候
。
於
百
姓
港
不
可
承
引
申
」
と
い
う
状
態

で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
下
司
は
過
銭
を
納

　
　
　
　
⑳

入
し
て
い
る
。
年
女
の
損
免
額
は
第
五
、
六
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に

甚
だ
し
く
浮
動
す
る
が
、
そ
れ
は
年
々
の
交
渉
に
対
す
る
裁
定
の
結

果
と
思
わ
れ
、
楊
本
荘
・
若
槻
荘
に
対
す
る
支
配
権
は
、
か
く
て
な

お
相
当
に
力
強
く
寺
家
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
次
は
出
雲
荘
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
交
治
二
年
以
来
、

一
貫
し
て
名
田
・
佃
の
年
貢
米
は
一
二
〇
石
で
あ
る
。
こ
れ
を
斗
代

に
な
お
せ
ば
約
六
石
前
後
で
、
佃
の
そ
れ
は
揚
本
荘
よ
り
は
低
率
で

あ
る
に
比
し
、
名
田
の
，
そ
れ
は
楊
本
荘
の
約
四
倍
に
達
し
、
著
し
く

高
率
、
と
い
う
よ
り
竜
楊
本
荘
は
率
し
く
低
率
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
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て
等
し
く
大
乗
院
垂
職
領
で
あ
っ
て
屯
年
貢
斗
代
に
大
き
な
開
き
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
出
雲
荘
で
は
一
二
〇
石
は
名
田
・
佃
の

定
額
で
あ
っ
て
、
名
田
面
積
の
減
少
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

額
面
は
変
更
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
斗
代
は
微
騰
す
る
筈
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
斗
代
は
史
料
の
上
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
っ
て
い
な

い
。
た
だ
例
外
は
文
明
五
年
の
「
出
雲
庄
土
帳
井
名
田
字
帳
」
で
あ

っ
て
、
後
に
掲
げ
る
よ
う
に
斗
代
は
反
別
八
斗
と
さ
れ
、
従
っ
て
名

田
都
合
一
八
町
三
反
五
反
切
に
対
し
て
分
米
合
計
は
合
一
四
六
十
八

斗
（
＋
合
升
定
）
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
前
後
と
も
算

用
状
・
損
免
の
交
渉
と
屯
に
、
分
米
合
計
は
す
べ
て
一
二
〇
石
と
な

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
い
は
年
貢
増
徴
の
動
き
が
あ
っ
た

の
か
竜
知
れ
ぬ
が
、
響
く
実
現
を
み
る
こ
と
な
く
、
文
治
以
来
の
分

米
高
が
、
墨
守
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
聞
田
・
斗
代
及
び
荘
園
の
一
円
性
の
聞
題
に
つ
い
て
考
察

し
た
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
鎌
倉
以
来
本
来
的
首
綱
が
一
貫
し
て
、

固
定
化
さ
れ
た
ま
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
す
れ

ば
、
均
等
名
の
維
持
竜
ま
た
、
こ
う
し
た
評
定
化
の
現
わ
れ
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
論
証
の
順
序
は
や
や
逆
転
す
る
が
、

次
に
均
等
名
の
実
体
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

①
渡
辺
華
墨
岬
．
畿
内
荘
園
の
基
礎
構
造
」
補
論
「
聡
田
に
へ
、
い
て
㌧

②
同
上
七
六
二
頁
。
　
③
寛
正
二
・
八
・
十
三
条
。

④
前
掲
拙
稿
「
筒
井
瀕
永
と
そ
の
時
代
」
。

⑤
な
お
、
念
の
た
め
言
添
え
て
お
け
ば
、
三
分
は
問
田
を
知
行
田
と
し
て
．

　
与
え
ら
れ
る
の
み
で
は
な
く
て
、
前
掲
煎
増
講
文
に
は
油
料
米
が
見
ら
れ
、

　
名
田
年
貢
の
中
か
ら
給
米
を
・
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
下
司
職
・
名
主

　
職
等
の
所
職
の
場
合
も
あ
る
。
衆
徒
・
岡
民
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲

　
拙
稿
に
例
示
し
た
。

⑥
う
ち
十
一
口
は
、
番
山
荘
で
割
り
宛
て
ら
れ
て
い
る
が
、
例
外
を
唱
い

　
て
一
丁
…
田
圃
で
あ
る
。
別
稿
に
お
い
て
詳
し
た
高
野
山
領
の
場
合
と
同

　
じ
よ
う
な
門
分
田
支
配
」
が
、
こ
の
場
合
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
が
、
注
目

　
さ
れ
る
（
長
禄
三
・
八
・
十
条
）
。

⑦
経
覚
の
料
所
中
に
は
、
越
田
尻
荘
三
田
一
丁
五
反
、
新
木
荘
問
田
一
丁

　
八
反
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
、
間
田
に
つ
い
て
す
で
に
常
識
化
さ
れ

　
て
い
る
「
下
級
僧
侶
の
給
田
」
と
す
る
理
解
と
は
矛
盾
す
る
が
、
経
管
は

　
永
享
十
年
八
月
三
B
故
あ
っ
て
幕
府
よ
り
治
銅
せ
ら
れ
て
の
ち
、
前
門
主

　
と
し
て
の
正
式
の
待
遇
を
う
け
て
い
な
い
の
で
、
例
外
と
す
べ
き
で
あ
ろ

　
5
（
交
明
五
・
九
・
五
条
）
。

⑧
文
明
五
・
九
・
十
五
条
。

⑨
史
料
は
前
掲
徳
油
二
年
土
帳
及
び
交
正
元
年
草
聖
注
進
状
（
交
二
元
・

　
関
二
・
汁
七
条
）
。
な
お
、
岡
表
中
、
＊
印
は
坪
付
図
の
附
箋
を
以
て
附
加

　
し
た
も
の
で
あ
り
、
面
積
は
重
複
す
る
の
で
、
含
計
に
は
加
え
て
い
な
い
。

⑩
三
箇
院
家
事
に
よ
る
。
な
お
文
治
二
年
の
場
合
、
三
家
院
家
抄
記
載
の

　
検
注
帳
と
坪
付
に
ほ
浮
田
に
差
異
が
あ
り
（
渡
辺
氏
前
掲
書
九
三
頁
）
、
文
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明
初
年
の
そ
れ
は
、
高
間
文
庫
蔵
「
繊
雲
庄
土
帳
」
と
か
な
り
差
異
が
み

　
ら
れ
る
。
特
に
口
触
の
巻
末
に
あ
る
、
田
種
別
食
計
は
、
交
治
二
年
に
酷

　
閉
す
る
が
、
こ
れ
は
坪
付
と
は
合
致
せ
ず
、
文
治
の
そ
れ
を
筆
掌
し
た
も

　
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
給
隣
等
八
町
六
反
の
支
配
内
容
は
文
明
当
時
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
に
ジ

　
思
わ
れ
る
の
で
、
表
中
　
内
に
補
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
応
仁
．
文
明
頃
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
し

　
荘
田
田
種
別
配
分
は
、
反
銭
賦
課
の
場
合
の
諸
毬
史
料
や
、
　
「
楊
本
庄
以

　
下
郡
庄
年
貢
収
納
帳
漏
　
（
成
鐘
賞
文
躯
窯
一
七
）
等
に
見
ら
れ
、
互
に
若
午

　
の
異
同
が
あ
る
が
、
　
一
々
照
合
は
し
な
か
っ
た
。

⑧
上
島
有
氏
「
畿
内
荘
圏
の
一
存
在
形
態
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
一
一
号
）
。

⑫
長
禄
三
・
四
・
二
六
条
。
　
⑱
交
明
五
．
三
．
十
四
条
。

⑭
　
渡
辺
氏
前
掲
書
四
四
八
頁
。

⑮
内
閣
文
庫
蔵
。
但
し
建
武
元
年
の
筆
写
の
も
の
。

⑯
　
竹
内
理
三
氏
著
『
寺
領
荘
園
の
研
究
』
一
五
三
頁
。

⑯
　
　
コ
ニ
家
院
象
抄
」
若
槻
庄
条
。

⑰
　
岡
氏
前
掲
霞
第
一
編
第
四
掌
第
二
郷
。

⑧
長
禄
四
・
二
九
・
背
四
条
。
　
⑲
寛
正
二
・
七
・
十
一
条
。

⑳
文
明
　
二
五
・
十
二
条
。

⑳
　
負
田
は
、
大
和
東
大
寺
領
に
あ
っ
て
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
地
主

　
と
し
て
負
田
役
を
買
い
取
り
、
貢
租
負
担
の
単
純
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る

　
努
力
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
門
東
大
寺
交
欝
」
京
大
影
写
本
一
ノ
ニ
四
一

　
｛
五
一
、
僧
永
盛
負
田
買
切
露
別
状
）
。

⑳
　
文
明
二
・
十
・
十
条
。
　
　
　
　
⑳
　
康
正
三
．
二
月
～
八
月
。

⑳
文
明
十
七
・
九
．
廿
条
。

⑳
五
・
六
衷
と
も
史
料
は
何
れ
も
「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
。
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⑳
　
「
大
乗
院
寺
栓
雑
事
記
」
各
日
条
。

⑳
　
公
事
負
撞
に
差
異
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
節
註
⑥
参
照
。

⑳
　
名
別
の
年
貢
高
及
び
平
均
斗
代
を
、
延
慶
二
（
一
三
〇
九
）
交
和
三
（
一

　
三
五
西
）
の
場
合
に
つ
い
て
示
せ
ば
、
第
七
表
の
通
り
と
な
る
。
こ
こ
で

　
も
、
　
名
毎
に
若
干
の
差
異
が
あ
る
が
、
　
若
槻
荘
ほ
ど
で
は
な
い
（
第
二

　
表
）
。
こ
の
程
度
な
ら
ば
、
田
品
に
よ
る
差
異
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
出
雲
瀧
で
は
憂
節
で
述
べ
る
よ
う
に
名
詩
一
石
五
斗
程
度
の
門
鑑

　
料
」
が
徴
さ
れ
、
こ
れ
は
名
主
か
ら
す
れ
ば
雲
斗
代
で
あ
る
が
、
分
米
に

　
は
加
え
ら
れ
な
い
。

四

　
さ
て
均
等
名
の
実
態
の
追
究
に
あ
た
っ
て
、
領
主
と
の
関
係
と
内

部
構
造
の
問
題
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
た
い
。

　
ま
ず
領
主
と
の
関
係
で
は
、
名
主
と
は
、
年
貢
・
公
事
・
反
銭
等

貢
租
の
納
付
を
条
件
と
し
、
任
（
請
）
料
銭
を
代
償
に
、
領
主
に
よ

っ
て
補
任
さ
れ
、
従
っ
て
未
進
に
さ
い
し
て
は
召
放
た
れ
る
存
在
で

あ
る
こ
と
、
反
対
給
付
と
し
て
、
得
分
を
与
え
ら
れ
る
場
合
の
あ
る

こ
と
等
が
注
目
さ
れ
る
。
名
主
職
の
補
任
状
の
例
と
し
て
は
、
　
「
佐

　
　
　
　
①

保
田
庄
引
付
」
（
一
乗
院
領
）
の
中
に
、

　
補
任
　
佐
保
田
庄
名
主
職
事

　
　
コ
ン
ニ
ヤ
ク
ヤ

　
　
　
霊
郎
五
郎

　
右
、
以
人
補
任
彼
駿
之
状
、
如
件
。

　
　
　
永
享
三
年
二
月
十
三
日

　
高
遠
寺
主
判

と
い
う
の
が
あ
る
。
大
乗
院
領
で
は
へ
名
主
補
任
の
門
跡
奉
行
奉
書

が
出
さ
れ
、
つ
い
で
補
任
さ
れ
る
名
主
が
請
文
を
出
す
形
式
が
一
般

的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
出
雲
荘
辰
巳
名
の
場
合
、
門

跡
奉
書
に
つ
い
で
次
の
請
文
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
請
申
　
出
雲
庄
辰
巳
名
事

　
兵
庫
入
道
無
沙
汰
緩
怠
背
請
文
之
面
之
間
、
被
召
放
彼
名
、
愚
身
被
仰
付

　
候
。
畏
入
候
。
於
御
米
分
考
、
地
作
一
円
拝
領
仕
、
就
名
之
御
公
事
物
井

　
反
銭
吉
事
、
毎
事
如
惣
名
二
六
其
沙
汰
候
。
若
緩
怠
子
細
候
者
、
難
何
時

　
可
被
召
放
候
。
就
中
付
庄
家
、
涯
分
如
上
意
可
致
奉
公
候
。
侮
講
文
如
件
。

　
　
　
　
文
明
三
等
脅
＋
育
　
　
　
葉
清
旦
判

　
　
　
　
　
御
奉
行
所

右
は
、
衆
徒
十
市
氏
の
若
党
森
本
藤
次
郎
が
補
任
さ
れ
た
さ
い
の
竜

　
　
　
　
②

の
で
あ
る
が
、
前
下
司
兵
庫
入
道
が
所
当
を
緩
怠
し
、
そ
の
跡
に
代

っ
て
補
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
名
主
替
の
愚
直
は
出
雲
荘
で
は
五

斗
と
さ
れ
る
が
、
他
に
名
別
一
石
五
斗
あ
る
い
は
三
斗
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
貫
五
百
文
の
講
料
が
、
年
々
徴
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
名
主
の
糖

分
に
つ
い
て
は
、
長
屋
荘
に
お
い
て
、
十
四
名
に
負
田
二
反
宛
を
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④

「
御
給
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
主
替
に

任
料
を
徴
さ
れ
る
の
は
、
も
と
よ
り
名
主
に
限
ら
ず
、
当
時
の
興
福

寺
に
あ
っ
て
、
荘
園
の
下
司
職
な
ど
各
種
所
職
か
ら
は
じ
め
、
瓢
一
綱

・
衆
徒
・
末
寺
の
寺
主
・
法
会
祈
濤
の
所
望
な
ど
、
す
べ
て
の
所
職

に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
任
料
は
補
任
者
の
臨
時
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

得
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
名
主
職
竜
ま
さ
し
く
そ
う
し
た

所
職
と
し
て
補
任
さ
れ
、
請
負
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
場

合
た
と
え
ば
越
田
尻
荘
に
お
い
て
、
御
忌
日
米
及
び
念
仏
日
供
に
つ

き
百
姓
が
計
会
に
よ
っ
て
逐
電
し
た
分
を
無
沙
汰
し
た
に
つ
い
て
、

　
逐
電
百
姓
分
事
ハ
無
力
、
為
名
主
二
三
沙
汰
事
也
。
無
沙
汰
之
百
姓
ハ
其

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
④

　
名
カ
ワ
ノ
不
運
也
。
為
名
主
可
入
立
旨
仰
之
。

と
し
て
名
主
の
臼
己
負
担
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
佐
田
荘
に
つ

い
て
、

　
佐
田
（
荘
）
名
主
二
為
一
乗
院
家
被
仰
御
用
、
令
計
会
聞
不
可
進
之
由
名

　
主
等
申
切
了
。
然
者
名
主
ヲ
可
辞
退
之
由
御
下
知
処
、
名
主
等
申
云
、
名

　
主
二
任
始
捕
最
新
ヲ
沙
汰
申
入
了
。
其
補
任
新
ヲ
可
返
給
候
。
其
時
名
主

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ヲ
ハ
可
辞
邊
ト
テ
、
一
向
不
随
所
役
。
以
外
之
緩
怠
也
。
新
名
主
ヲ
被
補

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
処
、
本
名
主
所
存
ヲ
令
申
闘
、
無
益
ノ
補
任
云
々
。

と
見
え
る
。
こ
う
し
て
領
主
と
名
主
の
関
係
は
貢
租
の
請
負
欄
係
で

あ
り
、
そ
れ
以
上
の
何
物
で
も
な
い
と
一
応
規
定
し
う
る
。

　
次
に
、
名
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
た
い
。
先
述
の

よ
う
に
、
旧
名
。
均
等
名
の
形
態
が
維
持
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の

内
部
構
成
は
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
具
体
的
史
料
と
し
て
、
次
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
㈹
出
雲
荘
の
場
合

　
　
　
松
田
名
分

　
　
ハ
ナ
ソ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
一
反
ク
ア
リ

　
　
　
一
反
サ
エ
モ
ソ
五
郎
　
　
　
二
反
松
田

　
　
ハ
シ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
寮
イ

　
　
　
一
反
ヒ
コ
六
　
　
　
　
　
ユ
反
マ
メ
松
田

　
　
キ
タ
ウ
ラ

　
　
ニ
反
ッ
チ
タ
　
松
田
サ
エ
モ
ン
五
郎
二
人

　
　
ミ
ヤ
ワ
ク

　
　
　
一
反
マ
メ
　
大
繊
市
ト
ゥ
五
郎

　
　
ヒ
ロ
タ

　
　
　
一
反
　
ッ
チ
タ
　
タ
ゥ
チ
ャ
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
㈲
一
乗
院
領
田
村
荘
の
場
含

　
左
近
太
郎
名

字
シ
リ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ノ
ッ
轟
小

壱
段
百
姓
円
明
　

半
又
七

四
ノ
ツ
ボ
　
　
　
　
　
　
　
　
聾
波
　
　
　
　
同

七
反
切
十
八
歩
　
　
孫
四
郎
　
七
反
切
十
八
歩
　
五
郎
衛
門

ヨ
ナ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
園

壱
反
　
　
　
与
五
郎
　
　
　
　
一
反
　
　
助
七

】
塚
　
　
孫
次
郎
　
　
野
　
　
与
次
郎

シ
テ
ワ

弐
反
　
　
　
松
若
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室町時代の翼禰寺領荘園について（熱田）

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

⑥
山
城
国
菅
井
荘
の
場
含

　
　
｝
名
彦
太
郎

下
畠
　
網
田
ヵ
イ
ト

　
半
本
米
一
斗
一
升

下
畠
　
幅
田
カ
イ
ト

　
艶
本
米
一
斗
一
升

下
畠
　
薬
師
堂
西

　
半
罵
一
反
キ
リ
タ
ラ
ス

下
幽

　
一
反
　
本
米
二
斗
二
升

　
　
（
下
略
）

　
　
彦
太
郎

　
地
下

　
　
二
道
次
郎

　
（
汀
㌘
）
　
　
　
　
　
　
　
地
下

茶
米
本
米
一
斗
一
升
力
　
　
吉
田

　
コ
マ
ノ

　
　
庄
林

右
の
う
ち
、
A
は
、
寛
正
三
年
九
月
、
西
下
浮
名
・
三
嶋
給
田
と
と

も
に
年
貢
未
進
に
よ
っ
て
神
木
を
た
て
ら
れ
た
際
の
注
進
状
で
あ
っ

て
、
当
時
の
現
実
の
名
請
人
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
B
は
、
作
製

の
事
情
・
年
代
も
未
詳
で
あ
り
、
C
は
永
享
七
年
で
あ
る
が
、
何
れ

亀
現
実
の
名
請
人
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
旧
名
の
内
部
は
、
何
れ
も
田
畠
一
筆
毎
に
名
請
人
が
き
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
状
態
を
、
菅
井
荘
の
場
合
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
し

よ
う
。

　
「
菅
井
庄
田
意
外
都
合
」
は
、
八
名
・
七
町
五
反
余
を
記
載
す
る

が
、
名
（
半
名
）
別
に
田
畠
面
積
を
集
計
す
れ
ば
、
第
八
表
の
通
り

　
　
⑩

と
な
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
名
は
半
名
ま
で
に
分
解
し

て
い
て
、
旧
八
名
は
、
十
二
名
の
名
主
を
算
え
る
に
い
た
っ
て
い
る

第8表　曹井荘名別田畠集計

　　計

エ3．反60歩

9．　240

9．　120

8．　120

7．　150

60

O
0
0
9
4
4
0
5
0
0

　
　
3
　
ワ
臼
　
∩
乙
　
－

翫
a
4
（
伍
つ
山
Q
山
a

衛門太郎
左衛門五郎

吉　　田
六　　郎
衛　　門
衛三四郎
兵衛三部郎

次郎大夫

彦太郎
浄　　道
五郎後家
日道次郎

半
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

名

1
1
半
半
1
半
半
半
1
半
半
半

i　7．　5．　294
計

が
、
し
か
し
そ

れ
ら
が
田
積
に

解
消
す
る
こ
と

な
く
、
な
お
「
半

名
」
の
称
呼
を

の
こ
し
て
い
る

こ
と
は
、
均
等

名
の
法
則
が
、

依
然
貫
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
内
部
は
前
掲
C
の
よ

う
に
名
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
名
主
が
、
彦
太
郎
の
よ
う
に

旧
名
の
名
請
人
と
し
て
現
れ
る
ほ
か
、
他
名
に
竜
現
れ
る
（
吉
田
の

場
合
等
）
。
し
か
し
名
請
人
の
総
数
は
七
八
名
に
達
し
、
そ
の
名
請
田

積
別
に
集
計
し
た
第
九
表
が
示
す
よ
う
に
、
圧
倒
的
に
零
細
で
あ
る
。

さ
ら
に
名
誉
の
筆
数
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
七
八
藁
薦
五
四
名
が
一
筆

第9表　曹井荘名田
　請作者規模別集計

積 人　数

1
0
0
3
4
2
6
4
4

7反以下
6

5

4

3

2

1

ft

tt

tr

tr

ft

tt

78計

の
み
の
名
請
に
と
ど
ま

り
・
、
旧
以
下
二
筆
が
十
ふ
ハ

名
、
三
筆
が
四
名
、
四

筆
が
二
名
、
玉
筆
が
一

名
、
捨
筆
が
一
名
と
な
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る
。
九
筆
を
下
請
し
て
い
る
の
は
地
下
源
三
で
あ
る
が
、
彼
の
名
請

地
合
計
六
反
七
〇
歩
は
、
六
郎
名
に
半
、
吉
田
名
に
二
反
二
七
〇
歩
、

左
衛
門
五
郎
名
に
二
四
〇
歩
、
衛
門
太
郎
名
に
二
反
と
分
散
し
て
い

て
、
完
全
な
散
懸
り
形
態
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
自
筆
以
上
の
名

請
人
に
等
し
く
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
菅
井
荘
の
名
田
地
は
、
全
く
零
細
に
分
割
し

て
、
名
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
傾
向
は
、
右
に
例
示

し
た
出
雲
職
・
田
村
荘
に
も
推
定
し
て
誤
り
な
く
、
さ
ら
に
均
等
名
．

体
制
な
維
持
す
る
す
べ
て
の
興
福
寺
領
荘
園
に
つ
い
て
、
妥
当
す
る

と
推
定
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
名
の
実
体
は
、
従
来
、
本
名
体
制
の
経
営
に
つ
い
て
い

わ
れ
て
き
た
、
家
父
長
的
奴
隷
制
・
家
族
共
同
体
・
族
縁
共
同
体
等

々
の
概
念
を
以
て
し
て
は
、
律
し
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

名
田
の
名
望
入
は
h
例
え
ば
大
宅
寺
荘
末
吉
名
の
名
主
山
村
東
が
、

文
明
四
年
年
貢
・
公
事
を
無
沙
汰
し
、
注
連
を
た
て
ら
れ
た
と
き
、

古
市
乳
母
が
免
除
を
申
し
入
れ
、
古
市
乳
母
は
、
「
東
川
名
主
也
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

下
命
テ
小
百
姓
分
鰍
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
領
主
か
ら
は
、
名
・

主
と
は
区
別
し
た
「
百
姓
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
が
百
姓
と

名
主
と
の
閲
に
は
、
下
人
や
血
縁
分
家
等
々
の
人
身
的
系
譜
は
、
一

切
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
名
の
実
体
が
、
以
上
の
通
り
で
あ

る
こ
と
と
と
も
に
、
名
主
が
任
料
を
支
払
っ
て
補
任
さ
れ
、
年
貢
の

追
究
に
あ
え
ば
た
や
す
く
辞
退
す
る
、
と
い
っ
た
補
任
の
側
面
か
ら

も
、
そ
れ
は
首
樗
さ
れ
よ
う
。
一
体
に
、
興
福
寺
領
荘
園
の
均
等
名

が
、
平
安
末
期
、
そ
の
発
足
の
当
初
に
お
い
て
、
経
営
の
実
体
と
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

致
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
十
分
に
実
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、

発
足
当
初
の
実
情
は
と
竜
あ
れ
、
室
町
時
代
に
お
い
て
は
、
血
縁

的
・
擬
制
血
縁
的
塚
族
な
い
し
領
主
的
経
営
の
単
位
と
し
て
の
炉
心
味

は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
名
主
と
小
百
姓
は
、
単
に
徴
税
請
負
人
と
納
税
者
の
関
係

に
解
消
し
さ
り
、
し
た
が
っ
て
、
　
「
百
姓
」
を
名
主
か
ら
は
完
全
に

自
由
な
農
罠
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
名
主
と
百

姓
の
関
係
に
つ
い
て
、
更
に
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
問
題
点
は
、
名
立
人
・
百
姓
が
、
誰
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、

三
夏
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
権
利
・
義
務
を
も
ち
、
ま
た
名
講
地
保

有
の
性
格
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
し
か
し

現
実
の
経
営
形
態
に
は
十
分
言
及
す
る
余
裕
を
得
な
い
の
で
別
の
機

会
に
譲
る
こ
と
と
し
、
名
主
と
名
請
人
百
姓
の
闘
係
に
し
ぼ
っ
て
、

若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。
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室町臨代の興編寺領籔闘1こついて（熱田）

　
そ
の
揚
合
、
ま
ず
直
面
す
る
の
は
、
名
主
；
百
姓
の
関
係
を
示

す
史
料
は
甚
だ
乏
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
B
・
C
は
そ
の

作
製
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
な
い
が
、
A
は
、
年
貢
・
公
事
の
未
進

に
よ
る
点
札
と
い
う
い
わ
ば
偶
然
的
契
機
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
屯

の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
他
に
同
種
の
史
料
は
、
管
兇
の
限
り
皆
無
に
等

し
い
。
そ
れ
は
決
し
て
史
料
残
存
の
偶
然
的
結
果
に
よ
る
の
で
な
い

こ
と
は
、
例
え
ば
神
殿
荘
の
疋
田
帳
に
よ
っ
て
も
首
肯
さ
れ
る
。
そ

こ
で
は
次
の
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
神
殿
庄
田
数
　
康
正
弐
年
感
得
帳

　
　
　
名
田
分

九九一一一
一反丁丁丁

長
井
ノ
与
四
郎

同
　
円
仏

ナ
ラ
寺
林
ノ
ご
一
郎
二
郎

長
井
三
郎

長
井
ナ
ラ
松

已
上
八
丁
八
反
半

一
町
　
越
田
尻
ノ
君
道

一
丁
　
長
井
ノ
彦
太
郎

八
反
半
　
サ
コ
ノ
五
郎

八
反
　
十
乗
房

四
反
　
越
田
尻
ノ
道
場
跡

　
　
墨
田
　
奈
良
百
姓
分
（
摘
記
）

河
ヨ
リ
北
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵠
三
樹
姓
ア
リ

ニ
反
　
千
松
丸
御
暦
　
　
一
反
御
法
師

　
　
　
　
以
上
八
丁
三
反
半

　
　
問
田
　
長
井
百
姓
分

　
　
一
反
畠
彦
太
郎
　
　
二
反
畠
　
同

　
　
　
　
　
内
二
反
郷
紬
歎

　
二
町
大
佃
　
　
　
　
　
　
一
反
　
孫
太
郎

　
　
一
反
与
二
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
右
の
富
田
帳
は
、
別
に
存
在
す
る
坪
付
帳
と
も
ほ
と
ん
ど
符
合
す

る
が
、
問
田
が
比
較
的
細
分
さ
れ
て
糞
田
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

名
田
は
全
く
名
単
位
に
検
注
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
も

っ
と
も
神
殿
荘
の
間
田
は
、
元
来
極
め
て
細
分
さ
れ
て
諸
富
分
と
さ

れ
、
乃
至
「
方
々
知
行
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
右

に
み
る
よ
う
に
、
給
主
を
冠
さ
な
い
間
田
が
存
在
す
る
こ
と
、
　
「
奈

良
百
姓
」
　
「
長
井
百
姓
」
と
注
記
す
る
こ
と
等
は
、
こ
の
算
田
帳
に

お
い
て
、
名
田
と
問
田
と
に
、
検
注
態
度
の
差
異
の
存
し
た
こ
と
を

　
　
　
　
⑲

想
定
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
田
は
後
に
竜
述
べ
る
よ
う
に
そ
の
百

姓
が
よ
り
直
接
領
主
に
把
握
さ
れ
る
傾
向
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、

名
田
の
場
合
は
、
領
主
は
名
主
を
把
握
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
下

地
の
百
姓
に
及
ば
な
い
こ
と
を
、
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
名
が
収
納
の
単
位
で
あ
る
以
上
、
荘
園
領
主
の
支
配
が

名
主
支
配
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
こ
と
は
同
時
に
、
名
主
の
性
格
の
よ
り
本
質
的
な
内
容
を
も
示
し
　
傑

て
い
る
。
こ
こ
で
、
さ
き
に
あ
げ
た
出
雲
荘
辰
巳
名
の
、
森
本
清
旦
　
2
5



講
交
を
再
び
想
起
し
た
い
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
か
の
誓
文
に
「
地

作
一
円
拝
領
仕
扁
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
地
作
」
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
う
ま
で
も
な
く
「
地
主
職
」
「
作
（
主
）
職
」
の
こ
と
で
あ
り
、
・
石

請
文
に
よ
れ
ば
名
主
職
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
田
に
対

し
て
そ
の
双
方
を
併
せ
も
つ
わ
け
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、

地
主
職
・
作
職
と
し
て
の
得
分
と
、
百
姓
を
補
任
す
る
権
限
、
つ
ま

診
下
地
に
対
す
る
包
括
的
な
経
営
権
を
保
有
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
地
作
職
と
し
て
の
得
分
に
つ
い
て
は
、
圃
じ
く
出
雲
荘
に
お
い
て
、

　
巳
上
十
三
名
ノ
分
ハ
地
作
一
円
ナ
リ
。
一
反
別
二
八
斗
ツ
ッ
ハ
公
方
年
貢
、

　
此
外
ノ
得
分
バ
カ
御
主
ノ
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
荘
園
領
主
に
対
す
る
年
貢

さ
え
完
済
す
れ
ば
、
他
の
得
分
は
、
す
べ
て
名
主
の
得
分
と
な
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
得
分
は
、
数
量
的
に
如
何
程
で
あ
っ
た
か

は
残
念
な
が
ら
明
徴
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
し
か
し
、
貢
租
以
外
は

す
べ
て
名
主
の
得
分
と
す
る
荘
園
領
主
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
荘
園

史
料
に
は
、
そ
う
し
た
史
料
は
の
こ
ら
な
い
の
は
当
然
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
で
は
、
か
か
る
得
分
を
実
現
す
る
前
提
と
し
て
、
百
姓
に
対
す
る

規
制
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
屯
、
適
確

な
史
料
を
・
も
た
な
い
が
、
問
田
昆
給
田
の
経
営
形
態
に
つ
い
て
は
、

あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
考
察
を
通
じ

て
名
主
の
そ
れ
を
推
測
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
さ
て
給
田
は
、
勝
手
な
買
売
・
質
入
な
ど
の
自
尊
を
許
さ
れ
ず
、

「
直
覧
」
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
述
の
昇
り
で
あ
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
下
地
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
順
舞
法
師
給
分
横
田
庄
間
田
六
反
注
進
之
。

　
一
反
粧
桝
班
吼
蛾
ラ
　
百
姓
エ
ン
タ
ウ

　
一
反
鰍
桝
飛
リ
ヲ
サ
　
百
姓
せ
井
太
郎

　
三
反
鰍
憎
斌
ヰ
ク
　
　
酉
姓
鳥
飼
次
郎
跡

　
一
反
六
二
代

　
　
圃
門
公
事
〃
物
事
　
　
請
新
…
反
別
六
升
　
　
二
月
沙
汰
ウ
伸
。

　
　
　
　
　
　
　
瓜
生
足
反
別
四
十
文
　
六
月
沙
汰
之
。

　
　
　
　
　
　
　
歳
末
新
足
反
別
廿
五
文
　
十
二
月
沙
汰
之
。

　
右
は
、
先
に
竜
あ
げ
た
下
北
面
一
働
順
箋
が
給
田
を
没
収
さ
れ
た

さ
い
百
姓
か
ら
徴
し
た
「
指
出
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う

に
下
地
は
そ
れ
ぞ
れ
「
百
姓
」
に
あ
て
が
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
百
姓
と
三
主
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
雑
多
な
史
料
な
が
ら

次
の
よ
う
な
例
証
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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町時代の興禰寺領荘園について（熱田）

ω
　
小
吉
田
庄
百
姓
等
先
日
言
上
。
今
度
大
水
二
当
庄
野
津
。
可
被
立
見

　
使
云
々
。
自
筆
馬
弓
米
等
台
形
も
不
仁
共
沙
汰
、
大
略
立
野
御
露
分
也
。

　
可
申
子
細
有
之
者
、
可
申
立
野
方
也
。
更
以
此
方
二
不
可
申
入
事
也
。

　
忠
臣
公
事
物
等
事
ハ
、
是
又
更
以
不
可
依
水
損
事
也
。
可
有
御
免
様
無

　
　
　
　
　
⑩

　
千
三
仰
了
。

②
　
横
田
庄
之
内
徳
万
法
師
給
田
斗
代
事
、
百
姓
与
徳
万
令
相
論
之
。
衡

　
百
姓
事
可
改
旨
申
入
之
処
、
上
乗
院
法
師
此
閾
色
々
取
次
、
回
申
入
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
細
在
之
。
肝
要
斗
旧
事
ハ
如
昔
古
可
為
六
斗
代
云
々
。

③
　
河
念
力
大
乗
院
三
昧
供
田
一
丁
年
貢
事
、
免
引
物
反
銭
以
下
一
切
無

　
之
地
也
。
然
而
百
姓
等
反
銭
以
下
事
同
一
意
申
入
之
問
、
先
日
仰
付
十

　
市
方
之
処
、
召
百
姓
厳
密
二
二
下
知
聞
、
一
丁
分
作
職
以
下
マ
テ
悉
皆

　
去
幽
串
之
由
、
百
姓
申
入
上
者
、
為
供
衆
新
百
姓
事
可
充
塞
付
蹴
、
又

　
為
門
跡
可
被
墨
付
鰍
、
可
為
御
器
者
也
。
回
診
毛
者
、
早
々
自
供
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
下
人
、
可
被
鼠
取
云
々
。
十
市
成
敗
之
様
近
比
神
妙
也
。

¢o

@
院
入
江
闇
田
十
三
重
領
之
内
三
反
百
姓
等
無
異
儀
子
細
在
之
闇
、
立

　
　
　
＠

　
神
木
了
…
…

⑤
　
順
発
法
師
給
田
高
田
庄
之
間
一
反
之
年
貢
、
去
年
分
令
無
沙
汰
二
二

　
点
札
処
、
庭
作
主
、
自
西
向
観
明
房
律
師
方
、
今
犯
用
神
木
、
致
耕
作

　
＠

　
了
…
…

さ
て
、
隠
田
訂
余
分
田
の
知
行
者
は
、
損
免
や
斗
代
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
自
由
に
裁
量
し
得
た
こ
と
は
、
ω
②
の
史
料
が
示
し
て
い
る
。

小
吉
田
荘
が
、
大
略
立
野
給
分
と
い
う
の
は
、
　
「
三
家
書
家
抄
」
に

よ
れ
ば
、
十
町
一
反
大
の
う
ち
四
町
五
反
が
、
立
野
給
湿
と
な
っ
て

い
る
の
に
該
当
し
．
よ
う
。
催
し
、
小
吉
田
荘
に
は
、
毎
月
一
斗
二
升

計
一
石
二
斗
の
御
菜
米
、
五
三
二
文
の
三
炭
代
、
六
四
〇
文
の
御
薪

代
、
四
〇
〇
文
の
風
呂
銭
等
計
一
四
件
の
公
事
が
存
在
し
、
そ
れ
ら

は
立
野
三
分
田
に
も
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
ω
か
ら
判
明
し
、
従

っ
て
「
給
分
」
の
内
容
は
、
年
貢
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
給

主
は
、
年
貢
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
下
地
の
用
益
を
行
な
う
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
場
合
、
百
姓
の
進
止
権
を
有
す
る
こ
と
は
、
㈲
③
が
明

ら
か
に
示
し
て
い
る
。
㈹
は
増
斗
代
を
承
伏
し
な
い
百
姓
を
改
易
し

よ
う
と
し
た
場
合
で
あ
り
、
③
は
逆
に
厳
密
な
下
知
に
抗
し
て
、
百

姓
側
か
ら
辞
退
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
。
か
か
る
百
姓
と
給
主

と
の
聞
は
、
通
常
の
請
作
関
係
と
し
て
、
結
ば
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
請
文
の
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
神
殿
荘
勾
当
田
一
丁
中
二
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
つ
い
て
、
沙
汰
人
与
次
郎
の
請
交
を
あ
げ
よ
う
。

　
諮
申
神
殿
庄
勾
当
御
百
姓
事
。
被
仰
藩
候
。
畏
自
存
候
。
於
年
貢
米
看
、

　
如
此
間
可
致
其
沙
汰
候
。
万
一
難
為
　
粒
令
無
沙
汰
者
、
可
被
召
放
楽
。

　
其
塒
更
以
不
可
縄
入
一
言
子
細
候
。
働
諮
…
人
絹
乗
対
立
之
申
入
癖
者
也
。
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為
後
日
請
状
如
件
。

　
　
　
　
長
禄
四
年
五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
与
次
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
十
詳
解

与
次
郎
は
沙
汰
人
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
に
請
人
を
た
て
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
か
か
る
請
作
関
係
が
一
般
で
あ

ろ
う
。
従
っ
て
年
貢
未
進
の
場
合
、
乃
至
百
姓
側
の
都
合
に
よ
っ
て

も
、
請
作
は
解
除
さ
れ
、
そ
の
場
合
、
現
実
に
不
作
と
な
る
場
合
も

存
す
る
が
、
③
の
よ
う
に
、
給
人
側
か
ら
人
を
下
し
て
、
直
接
下
地

の
経
営
に
あ
た
る
場
合
も
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
百
姓
に

対
す
る
心
止
は
、
　
「
碓
為
作
主
、
地
主
方
年
貢
無
沙
汰
上
者
、
不
可

　
　
　
　
⑳

及
子
細
事
也
」
　
「
錐
有
作
主
田
地
、
致
年
貢
無
沙
汰
者
、
作
職
事
ハ

　
　
　
⑳

地
主
計
也
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
大
和
地
方
に
あ
っ
て
は
地
主

職
・
作
職
あ
る
い
は
地
作
事
に
本
来
具
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

給
田
の
場
合
も
、
そ
の
知
行
は
、
　
「
地
作
一
円
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

従
っ
て
そ
の
限
り
鶉
焼
と
し
て
は
、
下
地
の
作
人
に
対
し
強
い
規
綱

を
有
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
給
主
の
背
後
に
は
寺
家
権
力

の
存
す
る
こ
と
は
㈲
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
寺
家

の
構
成
員
で
あ
り
、
あ
る
い
は
被
官
（
衆
徒
・
国
畏
等
）
で
あ
る
こ
と

が
、
給
田
受
給
の
前
提
で
あ
り
、
そ
の
権
力
の
庇
護
の
も
と
に
、
知

行
地
の
経
営
に
あ
た
る
こ
と
が
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
に
対
し
、

い
わ
ゆ
る
職
の
分
化
に
よ
り
、
　
「
作
職
」
　
「
馬
主
」
が
成
立
し
、
給

主
の
権
限
を
、
更
に
は
「
神
木
」
に
象
徴
さ
れ
る
寺
家
権
力
を
す
ら

犯
す
に
至
る
⑤
の
よ
う
な
事
実
が
発
生
す
る
。
こ
う
し
た
給
電
の
、

あ
る
い
は
名
主
の
権
限
を
無
視
し
た
「
医
薬
」
の
成
立
は
、
他
に
も

多
く
の
例
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
た
と
え
ば
前
掲
し
た
神
殿

荘
大
運
二
丁
に
つ
い
て
、
次
の
場
合
が
あ
る
。

　
神
殿
庄
之
内
大
佃
二
丁
之
内
、
長
井
住
人
嵐
作
百
姓
等
年
貢
無
沙
汰
之
闘

　
点
札
。
可
令
入
余
百
姓
之
処
、
長
井
罷
出
、
此
下
地
重
職
之
闘
可
知
行
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
も

　
由
申
云
々
。
以
外
次
第
也
。
於
神
殿
看
、
、
単
作
一
円
重
職
御
領
也
。
働
作

　
主
不
可
有
之
。
其
段
事
旧
了
。
仮
令
難
有
作
職
事
候
、
領
主
年
貢
無
沙
汰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
間
者
、
於
地
者
可
落
地
主
方
塩
湯
法
也
。

神
殿
荘
大
受
二
丁
の
性
格
は
不
明
に
属
す
る
が
、
寺
家
よ
り
直
接
百

姓
を
補
任
し
て
、
経
営
に
当
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
衆
徒
長
井
氏
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

作
主
職
の
買
得
を
主
．
張
し
て
、
自
ら
知
行
、
す
な
わ
ち
百
姓
を
入
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
井
の
主
張
は
、
地
主
権
で
は
な
く
、

従
っ
て
大
佃
の
領
有
そ
の
も
の
の
否
定
で
は
な
く
、
単
に
被
窟
の
百

姓
を
耕
作
者
と
し
て
入
れ
、
自
ら
中
間
得
分
者
と
な
ろ
う
と
す
る
に

す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
に
新
た
に
「
鉱
主
片
腹
の
存
在
を
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内
主
張
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
寺
家
は
、
重
職
御
領
に
は
、
作

　
　
主
は
あ
る
べ
き
で
は
な
い
、
た
と
い
作
主
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
領

　
　
主
年
貢
惣
無
沙
汰
し
た
場
合
は
、
下
地
は
地
主
方
の
進
止
に
ま
か
す

　
　
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
争
論
は
、
結
局
長
井
の
作
主
権
は

　
　
否
定
さ
れ
、
古
市
澄
胤
の
は
か
ら
い
に
よ
り
蝦
蟹
西
の
被
官
人
を
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
姓
に
入
れ
る
こ
と
で
落
着
し
て
い
る
が
、
右
の
経
過
は
、
荘
園
内
心

　
　
に
本
来
そ
う
し
た
職
は
未
分
化
で
あ
っ
た
状
態
か
ら
、
　
「
金
主
職
」

　
　
籍
中
間
得
分
者
が
成
長
し
来
る
事
構
を
…
端
的
に
示
し
て
い
る
。
も
と

　
　
よ
り
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
職
の
分
化
の
通
常
の
形
態
で
あ
る
に
す
ぎ
な

　
　
い
が
、
給
分
の
内
容
が
、
具
体
的
に
は
「
地
作
一
円
」
と
規
定
さ
れ

田ゆ

@
る
の
は
、
本
来
そ
う
し
た
職
が
未
分
化
の
状
態
に
於
て
有
し
た
、
包

億
　
括
的
な
下
地
経
営
の
権
限
を
、
　
「
作
主
不
可
有
之
」
と
す
る
寺
家
の

蝦
立
場
が
い
み
じ
－
竜
…
了
す
さ
－
叢
の
分
化
畔
対
応
し
て
い
わ
ば

に
　
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

園騨
以
上
、
各
所
寄
集
め
の
断
片
史
料
か
ら
の
類
推
で
は
あ
っ
た
が
、

儲
給
笛
の
讐
状
況
に
つ
い
て
馨
し
た
。
す
な
わ
ち
、
立
論
は
年

嫉．

｢
分
を
窺
す
・
た
め
豪
の
震
を
背
怨
と
し
つ
つ
請
作
に
・

剛
　
る
下
地
の
経
営
に
当
り
、
そ
の
権
限
は
、
一
方
で
は
「
下
作
一
円
」

町室
　
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
給
主
と
請
作
者
の
澗
に
は
、
単
に
「
請
作
」

と
い
う
経
済
関
係
以
外
に
、
何
ら
の
血
縁
的
或
い
は
主
従
関
係
は
存

し
な
い
が
、
　
「
地
作
一
円
」
に
よ
る
そ
の
下
地
経
営
は
、
そ
れ
痛
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

＝
個
の
経
営
関
係
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
食
分
田
と
名
と
は
、
　
一
方
は
そ
の
貢
租
分
を
噂
ら
の
所
得
分
と
し
、

一
方
は
貢
租
負
担
の
義
務
を
有
し
、
貢
租
を
超
越
す
る
部
分
に
関
し

て
の
み
自
ら
の
得
分
と
な
る
点
で
、
質
的
に
大
き
な
距
た
り
が
あ
る

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
名
」
そ
の
も
の
が
、
一
方
で
は
「
給
分
」

と
し
て
下
給
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
と
竜
に
寺
家
よ
り
捕
任

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
と
も
に
下
地
に
関
す
る
権
限
が
「
地
作

一
円
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
下
地
に
対
す
る
関
係
か
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
ば
、
本
質
的
違
い
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
名
主
の
、
そ

の
下
地
・
百
姓
に
対
す
る
規
制
は
、
右
の
給
分
田
の
場
合
を
そ
の
ま

ま
あ
て
は
め
て
も
、
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
名
主
は
、
そ
の

下
地
は
、
醸
ら
百
姓
を
進
止
し
て
、
そ
の
経
営
に
あ
た
り
、
名
主
と
し

て
の
得
分
は
、
そ
う
し
た
経
済
制
度
の
上
に
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
写
料
を
出
し
て
補
任
を
要
求
す
る
名
主
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

限
は
、
ま
さ
し
く
か
か
る
実
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
の

　
も
と
よ
り
、
す
べ
て
の
「
名
」
が
か
か
る
形
で
室
町
中
期
に
歪
つ
　
御

て
な
お
現
実
に
経
営
維
持
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
、
2
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無
神
経
な
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
竜
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

以
上
の
よ
う
な
断
片
史
料
の
寄
集
め
で
は
な
く
、
よ
夢
基
礎
的
史
料

か
ら
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
何
よ
り
も
請
作
す
る
百
姓

自
体
の
経
営
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
一
方
、
名
の
う
ち
で
も
、
．

そ
の
百
姓
に
対
し
て
名
主
の
五
大
が
及
ば
な
い
例
も
、
指
摘
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
前
掲
し
た
大
宅
寺
荘
末
無
名
は
、
古

市
乳
母
、
及
び
尊
藤
の
百
姓
が
名
主
山
村
東
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ず
寺
家
よ
り
仰
付
け
ら
れ
て
い
る
し
、
狭
高
調
源
三
郎
名
一
丁
三
反

の
う
ち
一
反
は
、
「
実
義
源
三
郎
属
名
、
衛
門
太
郎
作
之
」
り
、
年
貢

未
進
に
よ
り
源
三
郎
が
追
放
さ
れ
た
後
も
、
百
姓
を
維
持
し
よ
う
と

　
　
　
　
⑭

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
名
の
実
体
は
各
荘
園
の
各
名
に
つ
い
て
、

か
な
り
に
偏
差
が
あ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
屯
か
か

わ
ら
ず
、
名
主
職
の
下
地
に
対
す
る
内
容
が
、
　
「
地
作
一
円
」
と
称

　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
る
事
実
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
下
地
の
経
営
に
対
す
る
、
極
め
て

粗
括
的
な
権
限
を
意
味
し
て
い
る
事
実
に
こ
こ
で
は
注
厨
し
た
い
と

．
思
う
。
名
の
現
実
の
経
営
関
係
は
と
も
あ
れ
、
名
主
を
し
て
、
下
地

　
の
「
地
作
一
円
」
を
「
拝
領
」
せ
し
め
る
こ
と
、
そ
こ
に
荘
園
領
主

　
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
の
「
作
」
も
、
先
述

の
よ
う
に
職
の
分
化
の
広
汎
な
進
行
に
対
す
る
、
荘
園
領
主
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

よ
り
す
る
否
定
柔
な
形
で
の
対
応
で
あ
っ
た
。
　
「
地
主
一
円
」
と
は
、

す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
本
来
的
に
「
名
」

の
有
す
る
広
汎
な
ま
た
包
括
的
な
権
限
を
、
職
の
分
化
の
進
行
の
中

で
表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
荘
園
領
主
は
在
地
構
造

の
変
化
に
即
応
し
た
支
配
直
直
を
樹
立
す
る
こ
と
な
く
、
専
ら
そ
れ

を
否
定
す
る
形
で
、
本
来
的
な
「
名
主
」
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
関
係
は
「
名
」
が
究
極
の
と
こ
ろ
単
な
る
収
納
の
単
位

と
し
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
自
体
一
個
の
荘
園
と
し
て
、
繊
現
す
る
こ

と
か
ら
電
首
肯
さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
出
雲
荘
で
は
、
文
明
十
六
年
頃

堺
と
し
て
、
算
用
状
の
形
式
に
顕
著
な
変
化
が
出
現
す
る
。
す
な
わ

ち
従
来
の
一
荘
単
位
の
算
用
か
ら
、
次
の
よ
う
な
泣
別
の
算
用
に
変

化
す
る
。

出
雲
庄
百
二
十
石
御
米
之
内
十
三
名
支
配
事

森
屋
筒
井
名
露
語
御
浸
辮
窪
石
在
之
。
此
内
引
物
等
在
之
。
掘
残
高
米
定

　
　
廿
五
石
九
斗
九
升
三
合
之
由
申
入
之
。
此
内
又
支
配

　
十
三
石
　
森
屋
給
　
　
五
石
　
対
馬
公
　
　
八
斗
　
　
南
口
方

　
御
供
米
　
会
下
　
　
反
銭
一
貫
五
百
ノ
代
米
　
　
西
大
寺
米

今
堤
中
演
給
之
云
ζ

　
森
本
名
一
名
野
望
二
升

30　（350）



室町時代の興福寺領荘園について（熱陽）

　
今
鳥
履
給
之
云
ζ

　
　
田
原
本
南
町
一
名
　
近
来
押
而
三
石
五
斗
沙
汰
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
日
石
竹
内
洋
善
　
　
一
石
五
斗
御
薪
方
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
の
結
果
、
損
免
も
ま
た
名
別
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
名

別
算
用
の
例
は
、
よ
り
典
型
的
に
は
一
乗
院
領
田
村
荘
の
場
合
や
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

乗
院
領
楠
本
荘
の
場
合
に
現
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
名
の
本
来
的
な
体
制
の
維
持
は
、
荘
園
領
主
が
在
地
の

構
造
変
化
に
対
応
を
示
す
こ
と
な
く
、
旧
慣
を
墨
守
し
た
結
果
で
あ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
体
制
の
維
持
は
も
と
よ
り
生
半
可
な
権
力
の
な
し
う
る

と
こ
ろ
で
は
な
く
、
藤
原
民
の
氏
寺
か
ら
出
発
し
、
大
和
国
司
・
守

護
を
か
ね
、
在
地
領
主
は
い
ち
早
く
衆
徒
・
国
民
に
組
織
す
る
と
い

う
、
興
福
寺
の
も
つ
経
済
的
・
経
済
外
的
強
制
が
、
そ
れ
を
可
能
と

し
た
。
そ
し
て
荘
園
に
関
し
て
は
、
一
貫
し
て
太
・
来
的
体
制
の
維
持

が
は
か
ら
れ
た
。
室
町
中
期
の
大
乗
院
門
跡
尋
尊
は
、
そ
の
生
涯
を

あ
げ
て
迫
り
く
る
下
剋
上
の
風
潮
に
対
し
、
身
を
も
っ
て
寺
院
諸
制

度
の
本
来
的
体
制
の
維
持
に
奔
命
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
揚
雷
す
る
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
の
書
き
残
し
た
「
大
乗

院
寺
社
雑
喜
記
」
一
八
一
巻
を
は
じ
め
、
内
閣
文
庫
・
成
育
堂
文
庫

・
大
乗
院
記
録
等
に
の
こ
さ
れ
る
芸
大
な
記
録
類
が
、
何
よ
り
も
雄

弁
に
荘
園
領
主
の
意
図
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
寺
社
雑
事
記
」
一
八

一
巻
が
、
時
勢
と
の
闘
い
の
記
録
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
コ
ニ
箇
院
家

抄
」
は
寺
領
研
究
の
成
果
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
延
喜
式
」
　
「
進

官
帳
」
を
は
じ
め
と
し
た
鎌
倉
以
来
の
各
種
の
記
録
が
抄
録
さ
れ
て

い
る
。
と
は
い
え
荘
別
に
整
理
さ
れ
た
記
録
は
精
粗
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
記
録
は
、
単
に
寺
領
の
歴
史
と
し
て
必
要
だ
つ
た
の

で
は
な
く
て
、
常
に
現
在
を
規
制
し
、
現
在
に
お
け
る
支
配
の
原
型

と
し
て
、
参
照
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
荘
園
支
配

の
細
部
に
関
し
て
の
み
で
は
な
い
。
荘
園
の
下
地
は
も
と
よ
り
、
水

の
シ
タ
タ
リ
に
い
た
る
ま
で
こ
れ
領
主
の
所
有
と
い
う
か
の
荘
園
支

配
の
原
則
が
、
そ
こ
に
は
依
然
存
続
す
る
と
い
え
る
。
三
箇
院
家
に

属
す
る
荘
園
記
録
を
書
き
あ
げ
て
の
ち
に
、
い
み
じ
く
も
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
以
上
六
十
三
ケ
庄
園
者
、
為
三
ケ
院
家
等
御
領
、
大
乗
院
家
自
専
地
也
。

　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
リ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
傍
或
中
務
、
或
宛
行
人
給
之
条
、
明
鏡
者
也
。
　
（
申
略
）
更
以
不
可
避
他

　
違
乱
岩
也
。

と
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
雄
々
し
い
領
主
の
決
意
を
、
決
し
r
て
額
面
通
り

に
受
け
と
り
得
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
本
稿
の
課
題
の
中
心
で
あ
り
、

31　（351）



三
、
四
節
を
通
じ
て
示
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
荘

園
領
主
の
意
図
は
と
も
あ
れ
、
興
福
寺
領
荘
園
は
、
一
円
所
領
か
ら

最
大
限
の
貢
租
を
実
現
す
る
体
勢
で
は
く
、
伝
統
的
な
一
定
地
積
か

ら
、
圃
定
化
さ
れ
た
一
定
貢
租
を
の
み
実
現
す
る
体
制
で
あ
っ
た
に

す
ぎ
な
い
。
本
来
的
体
勢
の
維
持
と
は
、
現
実
の
在
地
順
調
へ
の
有

機
的
対
応
を
欠
い
た
、
極
め
て
固
定
化
さ
れ
た
形
で
の
持
続
で
あ
っ

た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
現
実
の
在
地
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
動
し

よ
う
と
も
、
名
田
・
問
田
の
配
分
か
ら
貢
租
の
額
に
い
た
る
ま
で
、
す

べ
て
艸
か
固
定
さ
亀
れ
て
あ
る
い
は
形
式
的
に
』
持
仙
縦
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
　
「
三
箇
院
家
抄
」
の
記
載
形
式
は
、
こ
う
し
た
結
論
の
妥
当
な

こ
と
を
、
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

。
謹
庄

「
薦
円
堂
」

十
七
町
七
反
十
五
歩

明
徳
三
牟
注
進
鼓
　
三
方
納
所

御
米
五
↓
T
六
石
之
内
U
　
九
贋
損
免
　
　
二
君
一
簿
御
W
班
反
銭
　
　
四

璽
　
斗
響
反
米

　
　
以
上

六
衝
丈
正
瀬
院
　
　
八
日
〃
　
恋
口
測
講
頭
以
経
中
刀
米
之
内
白
洞
納
研
進

之
。　

　
以
上

名
田
八
町
四
反
　
此
内

六
反
　
沙
汰
人
給
田
　
早
来
沙
汰
人
ハ
負
田
之
内
二
反

　
二
反
フ
レ
ナ
カ
シ
　
合
’
地
黄
々

　
七
晴
八
反
　
分
米
五
十
二
石
　
此
内

　
　
三
十
四
石
六
三
六
升
六
合
　
　
南
円
堂
大
般
若
供
新
三
分
二
方

　
　
十
七
石
三
斗
三
升
三
合
　
給
主
方
　
三
分
一
方

　
閥
田
三
町
田
　
分
米
　
十
四
石
匠
斗
二
士
駄
料
禰
読
科
一
反
七
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
四
丁
六
反
　
　
緬
加
浮
田
｛
疋

　
　
　
間
田
損
免
等
ハ
以
名
田
免
田
分
射
影
之
。

　
浮
免
田
三
丁
五
反
　
　
七
石
二
丁
給
主

　
負
田
九
反
半
　
　
　
分
米
二
石
八
斗
三
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
反
溺
二
八
九
升
五
禽

　
四
町
負
所
…
米
十
石
六
斗
二
升
μ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
位
寺
殿
御
知
行

　
五
斗
五
合
　
　
興
行
幽
三
主
分

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
諸
公
事
　
十
三
名
沙
汰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
手
ハ
七
　
　
一
手
一
六

　
正
月
七
貝
　
若
菜
ノ
ホ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
別
「
篇
資
家
宛

　
二
月
夫
銭
．
三
貫
九
百
文
　
　
　
　
於
夫
三
者
沙
汰
人
名
モ
出
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
名
別
一
連

　
五
月
五
B
綜
十
連
　
　
　
三
連
ハ
定
使
得
分

　
　
　
　
（
下
略
）

　
す
な
わ
ち
、
0
ゆ
ま
ず
面
積
を
記
し
、
②
次
に
名
田
・
諸
給
田
・
間

田
等
の
構
成
種
別
に
面
積
・
給
人
名
・
分
米
高
等
を
記
し
、
③
さ
ら

に
分
米
の
配
分
、
㈹
公
事
の
数
量
・
そ
の
配
分
、
等
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
古
記
録
の
あ
る
場
含
は
た
ん
ね
ん
に
集
成
さ
れ
、
照
合

さ
れ
て
い
る
。
尋
尊
が
、
そ
し
て
荘
園
領
主
興
福
寺
が
維
持
し
よ
う
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と
し
た
の
は
、
　
一
定
地
域
の
諾
諾
そ
の
竜
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
よ

う
に
記
さ
れ
る
荘
園
の
地
積
で
あ
り
、
年
貢
で
あ
り
、
公
事
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
荘

園
領
主
の
強
力
な
権
力
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
支
配

の
性
格
は
、
こ
う
し
て
、
在
地
！
人
と
土
地
－
に
密
着
し
た
亀

の
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
体
制
は
、
従
っ
て
、
前
述
し
た
上
総
荘
を
め

ぐ
る
大
乗
院
・
一
乗
院
家
の
争
い
が
越
智
氏
の
仲
介
で
解
決
し
て
い

る
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
在
地
領
主
疑
衆
徒
．
国
民
の
権
力
構

造
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
場
合
、
本
来
的
体
制
の
固
定
的
な
維
持
の
結
果
、
そ
の
支
配
が
、

現
実
の
荘
地
構
造
と
遊
離
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
両
藩
の
い
わ
ば
共
存

が
、
可
能
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
セ
在
地
領
主
が
興
福
寺
の
権

力
の
庇
護
を
さ
ほ
ど
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
具
体
的
に
は
河

内
正
覚
寺
に
お
け
る
将
軍
殺
殺
と
、
つ
づ
く
細
川
被
官
の
大
和
入
部

に
よ
る
戦
乱
と
と
竜
に
、
興
福
寺
領
荘
園
の
本
来
的
体
制
は
、
急
速

に
解
体
し
て
ゆ
く
。
楊
本
荘
の
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
の
次
の
事
件

は
、
こ
の
間
の
経
緯
を
象
徴
す
る
。

　
楊
本
庄
事
、
自
給
主
軸
上
子
細
評
、
楊
本
自
鳥
居
南
分
ハ
名
田
．
間
田
悉

　
以
八
田
工
自
＋
甫
給
桑
。
奈
良
成
一
切
不
可
禽
之
。
趨
鳥
羅
馬
分
目
＋
市

　
知
行
也
。
田
地
大
小
二
十
方
へ
切
給
、
山
城
以
下
者
令
内
検
可
知
行
。
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
田
・
間
顧
於
千
今
回
不
可
梱
残
。

だ
が
大
和
の
戦
国
争
乱
は
、
結
局
在
地
領
主
の
合
従
連
衡
の
あ
け
く

れ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
筒
井
願
慶
す
ら
が
官
符
衆
徒
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

補
任
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
、
興
福
寺
権
力
を
最
終
的

に
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
本
名
体
制

の
崩
慶
後
も
、
荘
園
支
配
は
細
々
な
が
ら
持
続
さ
れ
て
ゆ
く
。
最
後

に
、
節
を
あ
ら
た
め
て
、
本
来
的
体
制
崩
壊
後
の
支
配
制
度
に
つ
い

て
、
簡
単
・
な
展
望
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
。

①
永
享
七
年
、
天
理
図
書
館
保
井
文
庫
蔵
。

②
文
明
三
・
九
・
背
条
。
こ
れ
に
先
立
つ
奉
書
は
嗣
十
条
に
あ
る
。
な
お

　
こ
の
薫
習
は
、
案
文
を
寺
家
か
ら
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
名
主
に
浸
す

　
る
荘
園
領
主
の
要
求
を
、
端
的
に
添
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か

　
出
雲
荘
で
は
、
寛
正
三
年
田
原
本
春
覚
が
が
松
田
名
及
び
三
嶋
給
（
問
田
）

　
を
請
負
つ
た
時
の
例
が
あ
る
（
寛
正
三
・
九
・
十
三
条
）
。

③
「
三
家
山
家
抄
」
及
び
「
出
雲
庄
十
ヨ
名
諮
新
事
」
〈
内
閣
文
庫
蔵
）
。
任

　
料
の
例
と
し
て
は
、
他
に
神
殿
荘
の
五
石
子
（
明
二
元
・
十
・
十
二
条
）

　
前
掲
佐
保
田
荘
の
一
石
（
同
引
付
）
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
談
料
に
は
、

　
横
田
本
荘
の
名
田
十
八
丁
二
反
百
七
十
四
歩
に
鰐
す
る
牽
流
石
九
斗
四
升

　
八
倉
九
勺
、
新
木
荘
の
名
別
約
七
斗
、
高
田
荘
の
登
別
一
石
五
斗
（
三
箇
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院
家
抄
）
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
横
風
議
せ
は
請
料
ば
畠
・
浮
免

　
田
・
預
所
田
に
等
し
く
み
ら
れ
、
佐
保
田
荘
で
は
、
預
所
田
の
請
作
否
姓

　
に
も
み
ら
れ
、
実
際
に
は
増
勢
代
と
な
る
が
、
横
田
荘
預
所
田
で
門
当
時

　
ハ
六
斗
六
升
代
云
々
。
此
内
六
升
ハ
講
新
也
。
斗
代
外
也
」
と
さ
れ
る
よ

　
う
に
、
斗
代
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
名
の
場
合
も
実
際
は
増
斗
代
と
し

　
て
徴
さ
れ
な
が
ら
、
公
田
年
貢
で
は
な
く
、
藩
主
・
預
所
等
の
得
分
と
な

　
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

④
　
　
「
三
家
院
家
抄
」
及
び
永
正
一
二
・
七
・
十
条
。

⑤
「
大
乗
院
記
録
扁
（
京
大
蔵
影
写
本
）
所
収
尋
尋
の
コ
切
満
足
感
」

　
に
よ
れ
ば
、
各
極
の
任
料
の
二
日
が
知
ら
れ
る
。

⑥
文
正
三
・
九
・
十
二
条
。
　
⑦
康
正
三
・
八
・
廿
四
条
。

③
寛
正
三
・
九
・
十
条
。

⑨
　
京
大
蔵
影
写
取
「
一
乗
院
記
録
」
所
双
「
田
村
庄
名
田
之
日
認
」
。
　
な

　
お
照
村
荘
は
完
全
均
等
名
荘
隔
で
あ
る
。

⑩
内
閣
文
庫
蔵
「
管
井
荘
田
畠
州
都
食
」
。

＠
渡
辺
氏
も
、
醐
一
史
料
か
ら
集
計
さ
れ
て
い
る
が
（
痢
掲
書
｝
九
八
頁
）

　
筆
者
の
集
計
と
は
一
致
せ
ず
、
総
画
稚
で
二
四
臨
歩
筆
者
の
方
が
多
い
。

　
記
載
巾
見
解
の
分
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
か
か
る
集
計
の
當
と
し
て
計
算

　
蛮
に
よ
り
櫨
購
計
が
異
な
る
が
、
今
は
西
春
の
集
計
の
み
を
掲
げ
る
。
な
お

　
菅
井
荘
に
つ
い
て
は
、
こ
の
史
料
以
外
に
に
全
荘
の
構
成
を
示
す
史
料
は

　
な
く
、
果
し
て
全
名
田
で
あ
る
や
否
や
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

⑫
　
文
明
四
・
五
・
十
八
条
。

⑬
渡
辺
氏
は
、
均
等
名
の
経
鴬
内
容
に
つ
い
て
は
、
　
「
家
族
労
働
力
に
慰

　
ず
る
適
性
規
模
」
と
の
見
解
を
蓑
明
し
て
お
ら
れ
る
も
の
の
（
同
氏
前
掲

　
書
四
〇
二
頁
）
、
罵
言
的
論
証
ば
な
い
。
　
一
方
高
尾
一
彦
氏
稿
「
鎌
倉
臨

　
代
の
畏
業
経
営
に
つ
い
て
」
（
『
中
世
社
会
の
基
本
構
造
』
所
収
）
は
、
そ
の

　
前
半
に
お
い
て
　
乗
院
臨
池
田
荘
の
場
合
を
追
究
さ
れ
、
均
等
名
の
経
當

　
形
態
を
追
究
さ
れ
た
貴
重
な
業
績
で
あ
る
。
そ
こ
で
高
麗
氏
は
、
　
「
家
父

　
長
の
統
率
下
に
あ
る
家
族
共
同
体
」
に
よ
る
経
嘗
を
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ

　
る
が
、
し
か
し
荘
田
面
麟
を
名
数
で
除
す
る
、
と
い
う
方
法
論
の
安
易
さ

　
が
克
羅
さ
れ
て
お
ら
ず
、
十
分
説
得
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑭
と
も
に
内
閣
文
庫
所
蔵
。

⑬
佐
保
田
庄
引
付
に
あ
っ
て
も
、
名
は
、

　
　
一
北
法
雛
雛
郎
焔
ハ
坐
業
合
八
勺
二
才
璽
蘂
ζ

　
の
よ
う
に
名
洌
に
把
握
さ
れ
る
に
対
し
て
、
預
所
田
・
給
田
・
神
田
等
は
、

　　

艨
D
二
石
弓
三
文
北
騰
爾
弥

　
の
よ
う
に
、
　
一
筆
毎
に
百
姓
名
を
附
し
て
、
記
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
葱

　
阿
弥
は
名
主
で
あ
る
と
同
時
に
、
問
田
の
菅
姓
で
あ
る
）
。

⑯
　
作
職
も
、
職
で
あ
る
以
上
あ
く
謹
で
一
つ
の
権
利
な
の
で
あ
っ
て
、
耕

　
作
の
事
実
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
こ
と
は
、
の
ち
に
も
例
示
す
る
麺

　
り
で
あ
る
。
し
か
し
「
作
職
」
の
語
に
は
、
以
上
の
認
識
に
立
ち
な
が
ら

　
も
通
常
よ
り
耕
作
罫
実
に
密
着
し
た
言
葉
と
し
て
使
翔
さ
れ
る
ム
ー
ド
が

　
あ
る
の
で
、
以
下
本
稿
で
作
職
と
い
う
場
合
、
常
に
作
（
主
）
職
と
「
主
」

　
を
補
っ
た
言
葉
と
し
て
、
使
用
し
た
い
。
序
で
に
「
百
姓
」
に
つ
い
て
言

　
え
ば
、
註
⑮
に
も
例
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
薄
野
」
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
こ

　
れ
ま
た
一
つ
の
職
と
言
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
直
接
に
耕
作
に
従
旧
し
た
と

　
は
考
え
ら
れ
な
い
場
合
も
存
す
る
。
た
と
え
ば
、
応
仁
二
年
の
門
跡
反
銭

　
に
対
し
、
六
方
集
会
で
反
対
髪
決
議
さ
せ
た
張
本
の
「
源
舜
房
ハ
上
総
庄
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百
姓
也
。
心
ホ
観
一
勝
藤
㎜
槻
・
越
阻
【
尻
｝
日
姓
也
」
と
い
う
が
ご
と
ふ
ざ
で
あ
る
（
応

　
密
議
・
十
・
十
九
条
）
。

⑰
「
出
雲
庄
土
帳
扁
。

⑯
　
長
禄
四
・
七
・
廿
一
条
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
す
る
史
料
に
、
　
「
大
乗

　
院
記
録
偏
中
に
「
順
発
法
師
給
分
泌
納
帳
扁
が
あ
る
。

pt　＠＠＠＠＠＠
文
明
工
・
山
山
・
ふ
1
五
条
q

文
明
六
。
十
・
・
廿
四
条
。

瞥
餌
壷
一
二
。
論
ハ
・
　
論
客
小
。

応
仁
三
・
鯉
・
十
条
。

「
神
殿
庄
稲
田
帳
」
。

交
明
九
。
論
説
・
∴
1
一
条
。

但
し
、

＠＠＠　op　＠＠

　
　
　
　
　
右
の
神
殿
荘
大
佃
の
場
合
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
領
主

　
年
貢
無
沙
汰
間
者
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
貢
完
納
…
の
場
A
口
に
は
、

　
羽
口
職
を
承
認
す
る
論
理
は
存
す
る
筈
で
あ
り
、
特
に
名
田
の
場
合
に
は
、

　
下
地
に
つ
い
て
は
、
寺
家
は
関
知
し
な
い
筈
で
あ
る
。
墓
実
そ
う
し
た
例

　
も
み
ら
れ
る
（
「
三
家
三
家
抄
」
新
木
庄
条
、
　
応
仁
尤
・
五
・
廿
九
条
神

　
殿
荻
塗
師
給
田
の
場
合
、
等
）
。
従
っ
て
、
重
職
彿
領
に
は
「
作
主
不
可

　
有
」
と
は
、
実
際
問
題
と
し
て
領
主
年
貢
が
無
沙
汰
さ
れ
る
場
合
に
、
初

　
め
て
問
題
と
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
岬
て
の
場
合
に
、
か
か
る
論

　
理
で
荘
園
傾
主
が
い
わ
ば
開
き
な
お
っ
た
態
度
を
示
す
こ
と
に
、
こ
こ
で

　
は
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。

⑫
　
　
「
多
聞
文
豪
記
」
に
は
、
戦
國
時
代
を
通
じ
て
、
疸
願
人
を
下
し
て
年

　
々
毛
見
を
行
な
っ
て
痘
接
収
納
に
当
っ
て
い
た
様
が
示
さ
れ
、
岬
て
の
経
営

　
は
法
貝
す
べ
ぎ
も
の
を
臨
ん
で
い
る
。

長
禄
二
・
三
・
十
二
条
。

明
達
期
・
二
・
廿
こ
条
。

長
禄
四
・
五
・
十
五
条
。

文
明
九
・
六
。
十
－
一
条
。

文
明
九
・
五
・
十
五
条
。

文
明
十
－
・
五
・
点
ハ
条
。

　
「
仮
令
難
有
作
職
事
候
、

⑳
　
反
銭
等
の
場
合
は
、
給
分
田
は
給
主
と
し
て
徴
収
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ

　
た
（
交
明
二
・
十
・
十
条
等
）
。
こ
う
な
れ
ば
、
と
も
に
負
癒
義
務
を
有

　
し
、
閥
田
と
名
田
の
区
踊
は
一
層
接
近
す
る
。

⑳
　
従
っ
て
、
筆
石
の
「
名
主
」
に
対
す
る
見
解
は
、
名
主
に
対
す
る
諸
種

　
の
見
解
の
う
ち
清
水
三
男
三
を
代
表
と
す
る
（
『
日
本
中
世
の
村
落
』
）
名

　
虫
1
1
地
霊
説
〃
に
近
く
、
興
福
田
属
領
の
場
・
貧
、
漕
水
工
の
い
わ
ゆ
る
二
次
的
一
、

　
三
次
的
転
化
を
み
る
こ
と
な
く
、
荘
園
領
主
に
よ
っ
て
「
次
的
名
が
維
持

　
さ
れ
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
が
今
は
詳
論
す
る
余
裕
を
得
な
い
の
で
、

　
後
日
を
期
し
た
い
。

⑳
　
　
文
明
陽
・
五
・
十
－
議
八
、
　
目
凹
口
述
・
十
二
条
。
　
　
⑳
長
禄
四
門
．
五
．
十
山
ハ
条
。

⑳
　
註
⑳
に
記
し
た
よ
う
に
、
寺
家
の
一
方
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
「
名
田
」

　
は
す
べ
て
「
地
作
　
円
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
「
地
歴
一
門
」
と
称

　
す
る
名
が
ど
の
範
謄
に
わ
た
る
か
も
確
認
し
得
て
い
な
い
。
し
か
し
前
述

　
の
よ
う
に
、
重
職
御
領
に
は
作
主
あ
る
べ
か
ら
ず
と
す
る
立
場
が
、
退
園

　
領
主
の
本
質
を
示
し
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
「
重
職
御
払
」

　
に
も
広
狭
二
義
が
あ
る
が
、
右
は
狭
義
の
十
ニ
ケ
所
（
楊
本
．
神
殿
・
横

　
田
新
・
山
際
・
越
田
尻
・
勾
田
∴
鹸
田
・
購
入
・
横
園
本
．
新
木
・
掲

　
雲
・
九
条
・
横
田
・
愈
）
に
の
み
通
ず
る
、
と
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

⑳
　
名
田
に
対
す
る
「
作
主
」
を
称
す
る
侵
略
の
例
と
し
て
は
、
繊
雲
荘
松

　
田
名
の
場
禽
が
あ
る
（
覧
疋
五
・
十
一
マ
十
九
条
）
。

⑲
　
文
明
十
六
・
十
一
・
十
三
条
。
　
　
⑩
　
明
応
八
・
十
一
・
七
条
。

⑪
天
理
図
書
館
保
井
文
庫
蔵
「
田
村
庄
名
田
数
年
貢
米
滋
交
」
、
成
鋳
堂

　
交
庫
四
八
「
諸
庄
算
用
状
引
付
」
。

⑫
牧
野
信
之
助
「
尋
尊
僧
正
と
時
勢
」
禽
武
家
時
代
鍾
会
の
研
究
』
所
双
）
。
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⑱
明
応
七
・
八
・
費
三
条
。

⑭
「
多
開
院
月
紀
」
。

五

　
戦
国
時
代
の
荘
園
支
配
の
具
体
的
内
容
に
関
し
て
、
幾
つ
か
の
断

片
史
料
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
何

れ
も
国
別
支
配
と
は
異
な
っ
て
、
田
農
一
筆
別
の
支
配
が
見
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
交
治
以
来
室
町
末
ま
で
一
貫
し
て
名
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

制
が
存
続
し
た
出
雲
荘
で
は
、
天
文
十
一
二
年
夏
毛
見
帳
に
よ
れ
ば
、

　
八
ノ
ツ
ボ

　
一
反
そ
二
斗
　
　
　
　
　
順
二
郎

　
井
ク

　
ニ
反
そ
合
五
斗
二
升
　
　

左
衛
門
太
郎

　
カ
ワ
マ
ク
ケ

　
一
反
そ
二
斗
　
　
　
　
衛
門
太
郎

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
帳
鱗
の
合
計
は
出
石
九
三
七
升
で
あ

っ
て
、
鳳
て
の
名
照
合
計
一
二
〇
石
に
比
し
極
め
て
．
一
小
部
分
に
す

ぎ
ず
、
し
か
も
こ
の
帳
簿
表
紙
に
は
「
藤
次
郎
」
の
名
が
附
さ
れ
て

い
て
、
か
つ
て
の
一
名
で
あ
っ
た
と
強
弁
し
得
ぬ
こ
と
も
な
い
。
し

か
し
た
と
え
ば
先
に
も
引
例
し
た
長
屋
荘
の
場
合
に
は
、
　
「
本
名
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

方
」
の
名
の
も
と
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
本
名
田
方

ヒ
テ
タ
薦
門
ハ
ラ
レ
艶
脚
ノ
噛

一
反
内
四
反
切
十
八
渉
荒

糊
璽
ハ
ラ
レ
北
ノ
一

一
反
内
四
反
切
荒

ヨ
ナ
シ
資
顧
ヨ
リ
九

一
反
　
　
内
六
反
切
荒

同
三

一
反
　
内
六
反
切
十
八
止
少
柵
冗

ス
カ五

郎
ケ
ン
五
郎

清
四
郎

慶
二
郎

こ
の
面
積
合
計
は
、
六
晦
四
反
で
、
且
て
の
十
三
名
合
計
八
町
四
反
．

に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
。
が
、
　
「
本
名
田
方
」
の
も
と
に
一
括
さ
れ
、
田

地
一
筆
毎
に
所
在
順
に
順
次
そ
の
年
貢
負
担
者
を
書
き
あ
げ
る
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
有
し
て
い
る
。
ま
た
元
亀
三
年
の
「
新
木
庄
名
田
帳
」
は
、
次
の

よ
う
な
記
載
形
式
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
々
申
ミ
ナ
ミ
ワ
ナ
タ

　o
反反一反反回反反呂

上
一
町 ミ

ヤ
ウ
　
　
　
　
ソ
ヤ
ウ
ケ
ン

　
　
　
　
ミ
ナ
ミ

ミ
ヤ
ウ
　
　
　
　
ム
マ

ナ
ラ
ー
シ
キ
　
　
ソ
ウ
リ
ソ

ミ
ヤ
ウ
ヲ
ホ
ヤ
ケ
ソ
シ

ミ
ヤ
ウ
　
　
　
　
藤
五
郎

ミ
ヤ
ウ
　
　
ヘ
ヤ
ス
ケ

　
　
　
　
　
ケ
ソ
シ

下
ミ
ヤ
ー
シ
キ
　
紬
轡
旧
圃

　
　
　
　
一
反
マ
ル
ナ
ジ

　
　
　
　
七
反
ミ
ヤ
ウ
テ
ン
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一
品
ハ
ミ
ヤ
ー
シ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
反
ナ
ラ
ー
シ
キ

こ
の
名
田
帳
は
、
且
て
の
「
土
帳
」
と
い
う
に
同
じ
く
、
坪
別
の
字

別
に
、
全
田
畠
を
書
上
げ
る
形
式
で
あ
る
が
、
ミ
ヤ
ウ
（
名
）
、
ナ
ラ

ー
シ
キ
（
奈
良
一
職
）
、
　
ミ
ヤ
ー
シ
キ
（
宮
一
職
）
、
　
マ
ル
ナ
リ
（
O
成

？
）
の
種
別
が
み
ら
れ
る
。
新
木
荘
は
且
て
は
九
名
計
一
九
町
九
反

余
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
「
名
」
と
し
て
記
さ
れ
る

の
み
で
、
名
を
単
位
と
す
る
支
配
は
、
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
こ
こ

で
「
名
」
と
注
記
す
る
の
は
、
も
と
よ
り
意
味
を
有
し
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
負
担
の
難
異
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
巻

末
の
焦
ハ
計
に
よ
れ
ば
丸
ナ
リ
方
廿
町
九
反
一
二
反
切
〃
十
八
歩
は
一
反
ニ

ッ
キ
百
帯
文
ツ
ツ
、
五
升
五
合
ツ
ツ
、
名
田
方
は
十
二
町
三
反
、
一

反
ユ
ツ
キ
八
十
五
文
ツ
ッ
、
六
升
七
合
ツ
ツ
、
ナ
ラ
ー
シ
キ
弐
町
四

反
二
反
切
は
一
反
ニ
ツ
キ
六
十
文
ツ
ツ
、
三
升
八
号
五
二
ツ
ツ
、
ナ

ラ
地
壱
町
三
反
半
は
一
反
ニ
ツ
キ
九
十
五
文
ツ
ツ
、
六
升
七
合
ツ
ツ
、

堂
宮
地
壱
町
六
反
は
一
反
ニ
ツ
キ
八
十
五
交
ツ
ツ
、
六
升
七
合
ツ
ツ
、

ミ
ヤ
ウ
テ
ソ
ナ
ラ
作
四
反
半
は
一
反
ニ
ツ
キ
五
十
・
二
文
ツ
ツ
、
三
升

八
合
五
勺
ツ
ッ
と
あ
る
。
こ
の
負
担
は
、
如
何
な
る
種
類
の
負
担
で

あ
る
の
か
、
推
測
す
る
手
懸
り
は
な
い
が
、
と
も
か
く
名
田
は
特
有

の
負
担
体
系
を
有
し
な
が
ら
、
そ
の
実
全
く
分
解
さ
れ
て
、
名
請
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
形
態
は
、
収
納
帳
の
上
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
、
当

然
で
あ
る
。
こ
の
期
の
収
納
帳
と
し
て
完
全
な
形
態
の
も
の
は
見
揖

し
て
い
な
い
が
、
断
片
的
な
そ
れ
か
ら
言
え
ば
、

　
　
　
　
　
④

　
㈱
横
国
富

　
　
十
月
十
一
厩

　
　
五
升
当
納
　
　
　
ハ
イ
衛
門
二
郎

　
十
月
申
・
九
阿
［
奔
千
・
倉
当
一
納
　
　
　
　

ナ
カ
ン
し
－
岬

　
　
五
升
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ウ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
働
　
一
、
揚
本
庄
八
朔
用
途
事

　
遺
議
石
五
升
八
溜
三
皇
上

　
　
一
・
三
嶋
名
庄
。
カ
イ
タ
・
事
也

　
子
ノ
豪
進
ヲ
丁
黛
九
月
背
八
日
二
ロ
ノ
帳
二
侍
墨

　
　
へ
三
亜
聖
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋
藤
松
上

の
二
形
式
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
㈲
多
数
の
個
人
名
が
み
ら
れ

る
場
合
と
、
⑧
下
司
・
公
文
・
沙
汰
人
等
の
荘
官
に
代
っ
て
、
　
「
庄

⑥屋
」
が
登
場
す
る
場
合
で
あ
る
。
か
か
る
収
紬
の
方
法
に
つ
い
て
、

問
題
は
も
と
よ
り
多
い
が
、
名
体
制
は
、
竜
は
や
何
の
片
鱗
も
と
ど

め
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
か
か
る
田
積
別
の
支
配
は
、
も
ち
ろ
ん
突
然
に
繊
現
し

た
も
の
で
は
な
い
。
名
体
制
が
、
蚤
お
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
問
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に
同
時
に
あ
る
程
度
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
一

つ
の
例
は
、
年
貢
・
公
事
の
田
積
別
賦
課
で
あ
る
。
出
雲
荘
に
お
い
て

す
ら
、
年
貢
米
の
田
積
別
賦
諜
の
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
。
公
事
に
お
い
て
は
、
顕
著
な
例
と
し
て
、
横
田
藏
の
場
合
を
あ

げ
る
む
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
三
箇
院
家
抄
」
に
よ
れ
ば
、

　
草
代
銭
　
九
貫
九
百
八
十
九
文
酩
畑
一
縛
姻
肝
黒
糖
醐
酒
煎
八
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
除
預
所
方
畠
介
鍵

　
瓜
連
銭
　
九
貫
九
百
四
十
二
文
即
鵬
附
黒
眼
鶴
叛
隣
灘
歩

　
歳
ぬ
木
銭
　
　
六
榊
貝
一
‡
臼
骨
五
文
　
　
岡
晶
駒
反
朋
註
丁
五
・
文
宛

　
　
　
A
口
二
十
六
貫
五
十
時
日
文

　
藁
　
二
百
八
束
　
臨
鯛
一
鱒
庸
険
識
頒
麟
等
骨
町
八
反
臨
＋
一
歩

　
薩
…
　
二
一
白
八
枚
　
　
門
同
辿
朋
　
　
　
　
絵
…
主
御
薪
反
別
一
浴
文

　
柴
　
二
百
八
束
　
同
前
　
　
　
下
司
請
所
反
別
六
升
畠
分
一
反
別
四
升

　
　
以
上

と
あ
る
が
、
内
含
納
化
し
た
公
事
は
も
ち
ろ
ん
、
藁
・
薦
・
柴
の
現

物
公
事
竜
、
名
田
・
浮
田
・
預
所
田
等
の
魚
種
を
お
し
な
べ
て
反
別

賦
課
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
均
等
名
の
支
配
形
式
を
規
制
す
る

も
の
は
公
事
の
賦
課
方
式
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
公
事
徴
収
の
か
か
る

方
式
は
、
名
体
綱
が
解
体
し
て
ゆ
く
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
一
方
紙
墨
の
支
配
方
式
は
、
荘
園
体
制
の
中
に
翁
い
て
も
、
作
人

を
検
注
す
る
方
式
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

戦
国
期
荘
園
支
配
の
以
上
の
形
式
は
、
い
わ
ば
闘
田
の
そ
れ
に
準
じ

た
と
も
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
欝
え
ば
、
名
体
舗
の
崩
心
後
も
、
　
一
部

間
田
の
支
配
の
み
が
維
持
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
名
体

制
が
解
体
し
た
以
上
、
名
・
閥
田
の
区
別
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
が
、

荘
園
支
配
の
系
譜
か
ら
す
れ
ば
、
聞
獺
の
そ
れ
を
受
け
つ
ぐ
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
田
畠
一
筆
一
筆
に
つ
き
直
接
名
請
人
1
1
年
貢
負
担
者
を
把

握
す
る
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
荘
園
支
配
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
こ

う
し
た
方
法
は
名
体
制
崩
壊
後
の
荘
園
支
湿
の
方
法
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
名
体
制
が
、
い
わ
ば
極
限
ま
で
維
持
さ
れ
て
崩
壊
し
さ

っ
た
の
ち
、
か
か
る
形
式
の
み
が
残
存
す
る
こ
と
は
、
こ
の
形
式
の

み
・
が
、
在
地
構
造
の
進
展
に
適
合
し
た
支
一
嘗
方
式
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
本
稿
に
お
い
て
、
室
町
期
興
福
寺

領
荘
園
の
中
心
視
点
を
、
か
か
る
支
配
の
展
開
過
程
に
据
え
る
べ
き

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
何
故
か
な
れ
ば
、

か
か
る
支
配
は
、
・
も
は
や
興
福
寺
領
荘
園
の
残
映
で
あ
っ
た
に
す
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
添
す
の
は
、
天
正
八
年
の
、
明
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智
光
秀
・
滝
川
一
益
対
す
る
大
乗
院
領
の
指
出
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

遠
山
撰
銭
や
小
五
月
銭
な
ど
大
乗
院
の
す
、
へ
て
の
得
分
を
含
め
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

総
都
合
九
一
九
三
九
斗
余
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
中
に
は
、

例
え
ば
楊
本
荘
は
伝
統
的
な
年
貢
料
に
近
い
百
三
十
五
石
井
斗
四
升

九
合
六
勺
が
這
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
の
領
知
分
以
上
に
超

過
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
九
一
九
石
余
を
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

現
実
の
領
知
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
を
、
本
来
的
な
荘
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

支
配
面
積
で
あ
る
八
百
七
十
七
町
七
反
余
と
比
較
す
る
こ
と
は
無
謀

で
あ
る
と
し
て
も
、
極
め
て
小
面
積
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
戦
国
期
以
降
の
荘
園
の
現
実
的
な
支
配
は
、
か
く
て
、
極

め
て
極
…
限
さ
れ
た
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
コ
カ
、
翌
天
養
九
年
の
門
跡
修
理
反
銭
の
賦
課
は
、
こ
れ

と
全
く
柑
対
立
す
る
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
華
墨
を
指
定
し
、
反

銭
賦
課
の
納
祈
下
文
を
持
た
せ
る
賦
課
形
式
か
ら
は
じ
め
て
、
賦
課

の
荘
園
面
積
は
金
く
旧
来
の
通
り
に
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
若
干
の

例
に
つ
い
て
前
年
の
差
出
と
も
比
較
し
つ
つ
表
示
す
れ
ば
、
第
一
〇

表
の
通
り
と
な
る
。
こ
こ
で
当
然
問
題
と
な
る
の
は
、
果
し
て
と
れ

だ
け
の
量
が
徴
収
さ
れ
得
た
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
し
か
し
、
す
で

に
室
町
中
期
に
お
い
て
、
問
題
と
な
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
興
福

二10表　天正8・9年支配比較
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石
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i
ほ
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槻
殿
単
声
条

揚

羽津里井

若

神

九

高

番

槻

殿

条

田

代

野
駈
、
に
、
お
け
る
反
銭
の
問
題
は
、

・
て
の
支
配
の
本
質
に
迫
る
問
題

で
あ
り
、
機
会
を
あ
ら
た
め
て

考
察
を
加
え
た
い
が
、
こ
こ
で

隅
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
反
銭

賦
課
帳
が
、
よ
し
単
に
吉
書
に

す
ぎ
な
か
つ
．
た
と
し
て
も
よ
い
。

そ
こ
に
書
き
あ
げ
ら
れ
た
荘
園

が
、
知
行
下
の
そ
れ
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
の
現
実
的
な
収
納
は
、
極

め
て
一
小
部
分
で
あ
り
乍
・
一
9
、
な
お
か
つ
伝
統
的
な
田
積
が
、
配
下

荘
園
で
あ
り
、
反
銭
を
賦
課
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
二
重
性
こ
そ
が
、
興
福
寺
領
荘
園
の
本
質
を
、
極
め

て
象
徴
的
に
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
現
実
に
用
益
し
地
代
を
実
現
す

る
田
積
は
、
室
町
中
期
、
す
で
に
極
限
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
反
銭
の

徴
収
す
ら
、
大
乗
院
領
で
五
百
八
十
貫
余
、
つ
ま
り
五
百
八
十
町
歩

程
度
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
興
福
寺
の
現
実
の
支
配
を
離
れ
た
土

地
は
、
い
う
ま
で
電
な
く
前
節
に
示
し
た
臨
本
蕪
の
場
合
の
よ
う
に
、
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在
地
領
主
の
所
領
と
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
3
9



直
ち
に
興
福
寺
に
よ
る
荘
園
領
有
の
全
き
否
定
、
荘
園
制
の
完
全
な

崩
壊
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
楊
本
荘
で
は
、
前
述
の
動
き
の
後
も
、

例
え
ば
永
禄
四
年
に
は
公
事
銭
都
合
十
一
貫
余
・
山
手
公
事
七
百
文
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

公
事
瓜
二
百
そ
し
て
年
貢
米
一
三
石
余
等
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
あ

る
い
は
ま
た
、
大
和
の
南
半
は
、
室
町
中
期
以
来
越
智
民
の
勢
力
下

に
あ
り
、
全
き
収
納
が
と
だ
え
て
久
し
い
が
、
そ
れ
で
も
天
正
初
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
い
た
っ
て
な
お
細
々
の
年
貢
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
驚
く
べ
き
荘

園
制
の
根
瞼
さ
と
も
い
え
る
が
、
し
か
し
こ
れ
が
在
地
領
主
に
侵
略

さ
れ
た
荘
園
の
現
実
の
姿
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
荘
園
の
領
有

は
こ
れ
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
本
来
的
な
規
模
そ
の

ま
ま
が
、
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
現
実
に
地
代

を
実
現
し
て
い
な
い
荘
園
部
分
が
、
果
し
て
「
領
有
」
の
名
に
値
す

る
か
い
な
か
は
大
い
に
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
と
ま

れ
興
福
寺
の
荘
園
領
有
に
は
、
か
か
る
二
重
構
造
を
有
し
た
と
考
え

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
室
町
期
に
い
た
る
荘
園
の
本
来
的
体
制
の
持
続

は
、
こ
う
し
た
荘
園
支
配
の
原
理
か
ら
再
考
さ
る
べ
き
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

附
記
　
本
稿
で
便
摺
し
た
史
料
に
つ
い
て
、
永
島
禰
　
二
部
氏
、
天
理
図
書
館

　
平
井
良
朋
氏
、
内
閣
文
庫
、
東
大
史
料
編
纂
所
の
皆
川
完
…
氏
は
じ
め
昏

　
位
に
多
大
の
お
世
話
を
い
た
だ
い
た
。
調
整
に
あ
た
り
、
あ
つ
く
御
礼
申

　
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。

②
成
鍵
堂
文
庫
一
の
八
六
　
②
同
｝
の
｝
，
竃
三
。

③
同
祠
の
二
七
。
原
題
「
新
木
庄
、
・
・
ヤ
ウ
テ
ソ
之
螺
」
。
な
お
、
原
本
は

　
か
な
り
錨
簡
が
あ
る
。

④
　
　
圃
ニ
　
ノ
八
○
　
「
天
ガ
ハ
十
年
凱
礁
序
瓢
取
納
耀
い
」
。

⑤
同
一
の
一
二
八
「
諸
庄
納
帳
」
。

⑥
但
し
、
庄
屋
U
沙
汰
入
で
あ
る
こ
と
は
、
雑
事
記
の
中
に
も
見
ら
れ
る

　
　
（
応
仁
二
・
十
一
・
二
条
）
。

⑦
成
講
堂
文
庫
一
の
一
陽
二
。

⑧
な
お
、
楊
本
荘
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
高
は
、
村
高
で
は
な
く
て
年

　
貢
高
で
あ
る
。

⑨
寛
正
三
・
九
・
骨
二
条
。

⑩
成
手
堂
文
庫
一
ノ
ニ
○
「
工
学
庄
田
記
繍
。

⑪
　
同
一
ノ
一
二
七
「
越
智
郷
・
楡
原
郷
年
貢
双
細
帳
」
。
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Manor　of．theκ御％々ゆ興福寺T6mple　in

　　　　　　　　the．Maro〃zachi室町Era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Isao　Atsuta

　　In　spite　of　its　fundamental　land　system　in　medievai　Jac　pan，　the．

manorlal　system　or£he　She”en荘園，　as　a　land　sysむem，　seems

to　be　unexpectedly　neglected　among　our　scholars；and　there　is　the

infiuential　theory　that　in　the　Muromachi　di”一enT　era　it　was　no　longer

of　any　importance　in　the　soclal　framework．

　　It　is　true　that　the　Muromachi　．ag　NT　era　is　the　period　of　its　col－

lapse　or　dissolution，　but　even　the　reality　of　manors　seems　to　be

neglected　and　then　understanding　Of　the　social　structure　is　in　the

danger　of　inadequacy．　Then，　as　the　man6rial　system　has　its　dlfferen－

tiat］on　in　the　ruling　system　by　each　lord，　it　is　useful　to　study　ea．　ch

case　of　indivldual　lord．

　　This　article，　on　such　refiection，　tries　to　study　the　K6勇漉錫Lガ’s　興禰

Sv　manor　in　the　Muromachi　emc　in　its　ruling　system，　to　exphc　ln

th4t　its　speciallty　which　was　represented　by　the　so－called　」〈intoA－myo”

均等名was　sti玉1　s綴bborniy　supported三n　sp玉te　6f　the　change　in　10cal

landholdihg　stucture．

Documents　of　the　Han　Dynasty　on　Wooden

　　　　　　　　Slips　from　Edsin－Gol　Region

　　　　　　　　　especially　Ulan－Dttrbeljin

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Shikaz6　Mori

The　xvooden　．slips，　from　the　ffan　forts　in　the　region　of　tlie　Edsin－

gol　River，　in　the　north－western　frontier　of　China，　were　interpreted　by

Mr．　Lao－kan　ljwt　and　was　’reported　on　excavatlng　information　by

Mr．　F．　Bergman　and　Mr．　B．　Sommerstr6m．　Origin　of　each　slip　over

ten　thousand　pieces　has　fully　been　unknown．　‘Cha’一yen－llan－chien，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　484　）


